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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

筆
者
は
、
先
に
「
解
体
期
の
藩
政
に
関
す
る
考
察
」
と
題
す
る
一
文
に
お
い
て
、
「
解
体
期
の
藩
政
に
関
す
る
研
究
は
、
単
な
る
財
政

政
策
史
な
い
し
経
済
政
策
史
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
胆
冶
維
新
史
の
前
史
と
し
て
の
み
扱
う
こ
と
も
不
十
分
と
い
わ
な
け
れ
は
な
ら

な
い
。
江
戸
時
代
を
独
自
の
性
格
を
有
す
る
諮
藩
体
制
と
み
る
立
場
に
立
つ
て
、
解
体
期
幕
藩
体
制
研
究
の
一
環
と
し
て
、
多
角
的
な
視

(
1
)
 

角
か
ら
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。

現
在
、
学
界
は
解
休
期
幕
藩
体
制
研
究
の
分
析
視
角
を
め
ぐ
つ
て
模
索
の
過
程
に
あ
る
が
、

建
的
危
機
は
、

の
克
明
な
研
究
が
、
解
休
期
幕
藩
体
制
研
究
の
有
力
な
分
析
視
角
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
常
藩
体
制
の
解
体
を
促
進
す
る
封

こ
う
し
た
問
瞑
意
識
に
も
と
づ
く
分
析
視
角

ま
ず
は
領
主
財
政
の
危
機
と
い
う
形
で
一
般
的
に
現
象
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま

し
目

が

よ

し

が

き

’
 
財
政
危
機
の
辿
行
と
釦
主
的
対
応

静
山
に
よ
る
寛
政
改
革
と
そ
の
認
義

財
政
構
造
と
そ
の
特
質

き
次

四
(2) (!) 

総
支収

出入

構構

括
‘'l・‘'1 • 
垣垣

藤

絡
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造

野
そ
の
な
か
で

領
主
財
政

(11
落
財
政
）

保
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戦
後
の
領
主
財
政

(11藩
財
政
）
に
関
す
る
い
ま
―
つ
の
分
析
視
角
は
、

こ
れ
を
藩
政
改
革
と
の
関
連
に
お
い
て
把
え
よ
う
と
す
る
視

＞
こ
も
、

ヵ
i
化
の
な
か
に
封
建
社
会

(11幕
藩
体
制
）

戦
後
の
領
主
財
政

(11藩
財
政
）
の
研
究
の
な

通
じ
て
、

戦
後
の
領
主
財
政

(11藩
財
政
）
の
研
究
は
、

る。 は
、
す
で
に
戦
前
か
ら
と
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
代
表
的
成
果
を
土
屋
喬
雄
氏
の
『
封
建
社
会
崩
壊
過
程
の
研
究
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き

権
力
内
部
の
問
題
と
し
て
、

あ
る
い
は
領
主
財
政
の
基
盤
を
な
す
農
村
構
造
の
分
析
を

(
2
)
 

あ
る
い
は
領
内
外
に
お
け
る
商
業
資
本
と
の
関
連
に
お
い
て
把
え
る
な
ど
、
方
法
論
的
に
は
か
な
り
の
進
展
が
み
ら
れ
た
が
、

実
証
的
に
は
戦
前
の
土
屋
喬
雄
氏
の
研
究
を
凌
駕
す
る
も
の
は
な
く
、
何
よ
り
も
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
領

主
財
政
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
は
、
第
一
義
的
に
は
藩
政
史
料
の
分
析
を
通
し
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

(
3
)
 

ま
ず
こ
う
し
た
基
本
的
立
場
が
堅
持
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
土
屋
喬
雄
氏
の
分
析
視
角
は
、
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
藩
の
歳
入
・
歳
出
の
克
明
な
検
証
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
、
そ
の
差
額
と
し
て
の
赤
字
を
藩
が
い
か
に
克
服
す
る
か
、
と
い
う
財
政
政
策
史
の
立
場
が
堅
持
さ
れ
、
か
つ
そ
の
赤
字
1
1
財
政
窮
乏

の
崩
壊
を
よ
み
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
種
の
系
列
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

角
で
あ
り
、

こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、
単
に
歳
入
・
歳
出
の
数
的
検
証
に
と
ど
ま
ら
ず
、
藩
の
基

本
体
制
と
の
関
連
に
お
い
て
、

政
」
と
せ
ず
「
大
名
の
財
政
構
造
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

藩
財
政
の
収
入
・
支
出
の
組
織
を
構
造
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

表
題
を
「
藩
財

そ
の
代
表
的
成
果
を
堀
江
英
一
氏
の
編
に
な
る
『
藩
政
改
革
の
研
究
』
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
封
建
的
危
機
が
領
主
財

政
の
危
機
と
し
て
現
象
す
る
以
上
、
藩
政
要
路
者
は
危
機
克
服
の
手
段
と
し
て
改
革
政
治
1
1
藩
政
改
革
を
断
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、
当
然

の
分
析
視
角
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
財
政
危
機
の
克
服
を
藩
政
改
革
の
出
発
と
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
「
財
政
窮
乏
の
処

理
と
い
う
視
角
か
ら
で
は
な
く
、
武
士
階
級
と
農
民
階
級
と
の
対
立
の
発
展
ー
階
級
関
係
の
発
展
と
い
う
視
角
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し

〈

4
)
た
」
た
め
、
藩
政
改
革
の
出
発
と
さ
れ
た
財
政
危
機
の
実
態
が
明
ら
か
で
な
く
、
し
た
が
つ
て
、
危
機
を
促
進
し
た
領
主
財
政
の
全
貌
が

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

を
有
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
て
把
え
、
改
革
政
治
の
思
想
、

を
貢
租
収
取
体
系
と
の
関
連
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
、

「
甲
子
夜
話
」
で
著
名
な
松
浦
静
山
を
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
封
建
領
主
と

と
く
に
農
民
観
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
改
革
政
治
の
内
容
を
幕
府
の
寛
政
改
革
と
比
較
し
、
そ

の
近
似
性
か
ら
、
従
来
の
寛
政
改
革
論
に
批
判
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
財
政
の
収
入
構
造
に
お
い
て
は
、
こ
れ

そ
の
財
政
規
模
1
1
平
戸
藩
一

0
万
石
体
制
が
法
定
石
高
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
石
高

制
理
解
に
関
す
る
一
素
材
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
藩
権
力
に
よ
る
生
産
高
把
握
が
い
か
に
お
こ
な
わ
れ
、
財
政
構
造
と
い
か
な
る
関
連

〔
註
〕
(
1
)

藤
野
保
「
解
体
期
の
藩
政
に
関
す
る
考
察
」
（
『
史
潮
』
八
ニ
・
八
三
号
）
。

(
2
)

こ
れ
ら
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
畠
山
次
郎
「
領
主
財
政
に
つ
い
て
」
（
『
明
治
維
新
史
研
究
講
座
』
第
二
巻
所
収
）
参
照
。

(

3

)

従
来
の
領
主
財
政

(11藩
財
政
）
の
研
究
は
、
基
本
史
料
と
し
て
、
藩
の
歳
入
・
歳
出
を
集
計
し
た
収
納
帳
や
支
払
帳
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
（
と

く
に
土
屋
喬
雄
氏
の
研
究
に
み
ら
れ
る
）
、
そ
れ
ら
の
各
項
目
を
構
成
す
る
数
字
の
実
態
は
極
め
て
不
十
分
に
し
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
本
稿

が
基
本
史
料
と
し
て
用
い
た
「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
は
、
「
財
用
法
鑑
」
お
よ
び
「
財
用
法
鑑
小
割
別
冊
」
（
と
も
に
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
蔵
）

し
て
い
る
。
な
お
、
藩
政
改
革
に
お
い
て
は
、

明
ら
か
で
な
く
、
藩
債
の
検
証
と
そ
の
処
理
に
分
析
視
角
が
向
け
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
総
じ
て
こ
の
種
の
分
析
視
角
は
、
財
政
危

機
克
服
策
と
し
て
の
改
革
政
治
1
1
藩
政
改
革
に
占
め
る
財
政
改
革
の
意
義
と
実
態
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
視
角
に
欠
け
て
い
る
と
い
え
よ

A

つ
本
稿
は
、
藩
体
制
そ
の
も
の
の
成
立
過
程
で
必
然
化
し
た
財
政
難
を
、
藩
権
力
が
幕
藩
制
的
秩
序
の
貫
徹
過
程
に
対
応
し
な
が
ら
、
こ

れ
を
い
か
に
克
服
し
て
体
制
整
備
を
お
こ
な
う
か
を
出
発
と
し
、
そ
の
後
の
藩
政
の
推
移
の
な
か
で
顕
在
す
る
財
政
難
（
本
稿
で
は
国
用
不

足
と
い
う
言
葉
を
使
う
）
を
、
歴
代
藩
主
が
い
か
な
る
意
図
と
政
策
を
も
つ
て
対
処
し
た
か
を
論
及
し
、
と
く
に
九
代
藩
主
松
浦
清
（
静
山
）

の
藩
政
改
革
に
焦
点
を
し
ぼ
つ
て
、
改
革
の
意
義
と
内
容
を
究
明
し
な
が
ら
、
財
政
収
入
の
基
盤
を
な
す
農
村
と
そ
れ
に
対
す
る
政
策
と

の
関
連
に
お
い
て
、
財
政
改
革
そ
の
も
の
の
分
析
を
お
こ
な
い
、
合
わ
せ
て
収
支
に
わ
た
る
財
政
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
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と
と
も
に
、
こ
の
点
の
数
字
を
克
明
に
示
し
た
も
の
で
、
こ
の
種
の
史
料
で
は
秀
逸
な
も
の
の
―
つ
に
属
す
る
。

は
、
す
で
に
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
に
収
録
・
刊
行
し
、
広
く
学
界
に
提
供
し
た
。

(

4

)

堀
江
英
一
編
『
藩
政
改
革
の
研
究
』
一
三
頁
。

平
戸
藩
の
九
代
藩
主
松
浦
清
（
榜
山
）
の
作
成
に
か
か
わ
る
寛
政
七
年
の
「
国
用
法
典
」
に
示
さ
れ
た
財
政
構
造
を
み
る
前
に
、

藩
に
お
け
る
財
政
危
機
の
進
行
状
況
、

お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
藩
権
力
の
対
応
形
態
に
つ
い
て
、
簡
単
に
考
察
し
て
お
こ
う
。

(
1
)
 

平
戸
藩
が
そ
の
成
立
の
特
殊
事
情
に
も
と
づ
い
て
、
財
政
難
を
き
た
す
の
は
か
な
り
早
く
寛
永
末
年
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
鎖
国
体

(
2
)
 

制
の
最
終
仕
上
げ
と
し
て
の
寛
永
十
八
年
に
お
け
る
蘭
館
の
長
崎
移
転
に
よ
っ
て
、
初
期
以
来
外
国
と
の
貿
易
利
潤
に
寄
生
し
て
い
た
藩

財
政
は
、
こ
こ
で
大
き
な
打
撃
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
幕
府
は
蘭
館
移
転
の
代
償
と
し
て
、
平
戸
商
人
に
対
し
現
糸
十
丸
を
配
分
し
た

令
3
)
が
、
そ
れ
は
直
接
的
に
は
平
戸
商
人
に
対
す
る
救
済
策
と
し
て
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
藩
財
政
に
は
何
等
。
フ
ラ
ス
す
る
も
の
で
は
な
か

(
4
)
 

っ
た
。
逆
に
城
下
町
平
戸
は
著
し
い
不
賑
を
き
た
し
、
「
商
売
の
方
便
も
不
自
由
」
と
な
り
、
寛
永
二
十
年
に
は
「
町
屋
敷
地
銭
を
減
し
、

(
5
)
 

町
役
等
も
被
指
免
」
有
様
と
な
り
、
こ
の
面
か
ら
も
財
政
難
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
蘭
館
の
長
崎
移
転
1
1
鎖
国
体
制
の

完
成
は
、

一
、
財
政
危
機
の
進
行
と
領
主
的
対
応

そ
れ
ま
で
西
国
大
名
が
個
別
的
に
お
こ
な
つ
て
き
た
外
国
貿
易
を
幕
府
が
最
終
的
に
否
定
し
た
こ
と
を
示
し
、

府
の
貿
易
統
制
下
に
編
入
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
西
国
大
名
は
、
外
国
貿
易
に
よ
る
独
自
的
な
再
生
産
確
保
の

条
件
を
完
全
に
喪
失
し
、
鎖
国
を
契
機
に
統
制
・
掌
握
さ
れ
た
幕
府
の
全
国
市
場
に
対
し
て
連
繋
・
依
存
し
て
い
く
こ
と
に
な
つ
だ
。

そ
の
も
の
の
体
制
的
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

こ
う
し
て
、
外
国
貿
易
の
中
断
に
よ
っ
て
、
再
生
産
確
保
の
条
件
を
喪
失
し
、
藩
財
政
に
大
き
な
打
撃
を
う
け
た
平
戸
藩
は
、
藩
体
制

こ
こ
で
本
来
的
に
藩
財
政
の
基
盤
を
生
産
物
地
代
搾
取
の
上
に
お
か
ざ
る
を
え
な
く
な

り
、
藩
権
力
の
直
接
基
盤
を
な
す
蔵
入
地
の
拡
大
と
と
も
に
、
百
姓
経
営
数
の
維
持
・
増
大
、
経
営
安
定
性
の
維
持
・
確
保
に
専
念
す
る

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

か
つ
そ
れ
を
幕

平
戸

そ
の
う
ち
「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
川
政
構
造
（
藤
野
）

(
7
)
 

こ
と
に
な
っ
た
。
正
保
四
年
に
制
定
さ
れ
た
対
農
民
法
令
が
こ
の
こ
と
を
明
確
に
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
と
と
も
に
注
目
さ
る
べ
ぎ
は
、
(
8
)
 

藩
権
力
の
創
出
過
程
で
必
然
化
し
た
広
汎
な
家
臣
団
の
地
方
知
行
制
を
、
こ
こ
で
一
挙
に
否
定
す
る
政
策
を
打
ち
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
藩
財
政
の
基
盤
を
生
産
物
地
代
搾
取
に
求
め
る
政
策
の
主
要
な
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
藩

権
力
の
主
観
的
意
図
と
は
う
ら
は
ら
に
、
客
観
的
に
は
広
汎
に
存
在
し
た
給
人
知
行
地
を
一
差
に
否
定
し
、
俸
禄
制
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
ず
、

り
、
同
十
ヒ
年
に
は
「
領
分
中
の
牛
壱
疋
も
不
残
様
二
死
失
、
土
民
と
も
耕
作
の
方
使
う
し
な
い
、
荒
所
も
多
有
之
、

そ
の
後
地
方
知
行
制
否
定
の
客
観
的
条
件
の
進
展
度
に
対
応
す
る
漸
進
的
政
策
が
採
用
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

平
戸
藩
が
寛
永
末
年
に
財
政
懇
を
言
た
し
た
い
ま
―
つ
の
理
由
は
、
寛
永
三
年
の
大
旱
魃
を
契
機
と
す
る
そ
の
後
の
農
村
の
荒
廃
で
あ

(
9
)
 

田
畑
混
乱
仕
」
る

状
態
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
農
村
の
荒
廃
、

そ
の
結
果
と
し
て
の
年
貢
率
の
低
下
が
、
既
述
し
た
蘭
館
の
長
綺
移
転
1
よ
る
貿
易
利
潤
の

中
断
と
あ
い
ま
つ
て
、
平
戸
藩
の
財
政
難
を
い
つ
そ
う
深
刻
に
し
た
の
で
あ
る
。

明
暦
総
検
地
に
よ
っ
て
藩
権
力
に
把
握
さ
れ
た
総
石
高
は
、

こ
こ
で
藩
権
力
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
藩
財
政
の
基
盤
を
生
産
物
地
代
搾
取
に
求
め
る
政
策
を
志
向
す
る
が
、
承
応
元
年
に
予
つ
て
向

(10) 

う
四
年
間
（
明
屈
元
年
ま
て
）
、
「
功
者
」
を
選
ん
で
奉
打
と
し
、
徹
底
的
な
土
地
調
査
~
総
検
地
を
実
施
し
、
翌
二
年
に
は
、
そ
の
結
果

(11) 

を
記
載
し
た
「
田
畑
清
板
」
を
作
成
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
「
家
肛
続
伝
」
二
は
、
「
験
乙
均
内
田
租
へ
定
為
1

一
十
万
四
千
八

百
九
十
五
右
七
斗
一
升
一
、
造
―
―
田
畑
清
帳
乙
叫
レ
之
」
と
記
し
、
「
山
本
霜
木
覚
杏
」
は
、
「
明
暦
二
年
申
年
、
地
の
石
代
飢
甲
乙
様
二
等

分
二
守
立
、
新
高
都
合
拾
万
四
千
八
百
九
拾
五
石
七
斗
壱
升
二
相
究
、
四
ツ
成
ノ
定
免
ヲ
定
謹
」
と
説
明
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
六
刀

(12) 

三
、
二

0
0
石
を
朱
印
高
と
す
る
平
戸
藩
は
（
慶
長
九
年
）
、
明
暦
総
検
地
を
両
期
と
し
て
総
石
高
一

0
万
四
、
八
九
五
石
七
斗
一
升
―
―

合
と
な
り
、
こ
こ
で
い
わ
ゆ
ろ
平
戸
藩
一

0
万
石
体
制
が
確
吃
す
る
。
明
暦
総
検
地
に
お
け
る
極
度
の
打
ち
出
し
強
化
が
理
鰍
さ
れ
よ
う
。

(13) 

そ
の
ま
ま
「
寛
文
の
朱
印
改
め
」
に
際
し
て
の
平
戸
藩
の
高
辻
と
な
っ
た

が
、
第
一
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
明
暦
総
検
地
に
お
け
ろ
四

0
％
相
当
の
増
石
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
新
田
開
発
に
よ
る
増
石

で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。
領
国
か
固
定
し
た
近
世
大
名
に
と
つ
て
、
新
田
開
発
が
再
生
産
確
保
の
有
力
な
条
件
と
な
っ
た
こ
と
は
平
戸
藩

-149-



各村の朱印嵩・開発高・村高

印高 開発高 l合計石高＝村靡
戸 l合 石斗升合 石斗升合
776.632 I 275.059 I 1,051.691 

649. 104 I 905. 839 I 1,554.943 

697.044 i 660.507 I 1,303.551 

1, 541. 422 I 340. 354 I 1, 881. 776 

1,241.028 I 1,107.400 I 2,348.428 

370. 542 I 663. 529 I 1,034.071 

615.611 I 429.088 I 1,044.699 

930. 132 I 374. 632 I 1,304. 764 

665.919 I 788.850 I 1,454.769 

529. 047 • 387. 335 I 916. 382 

665. 303 • 780. 060 I 1,445.363 

586. 649 i 662. 811 I 1,249.460 

547.710 I 212.647 I 760.357 

計 (13ヶ村） I 9. 816. 143 I 7. 534. 111 i 1,. 350. 2s4 
石田村 I 759.644 I 1,173.384 I 1.933.ozs 
妻之島 2.918 I 47.419 I 50.337 

筒城村 489.675 i s9s.1s3 I 1,084.858 

石池田村• 693.493 771.316 i 1,964.809 

志原村 1, on. 887 ! no. 326 I 1, 19s. 213 
I 初山村 422. 766 、 129.865 I 652.631 

津甫浦 ］57. 245 1 
| 

22. 083 I 179. 328 

田武生水村 990. 644 i 874. 069 I 1, 783. 718 
渡良村 490.858 I so9.993 I 1,300.ss1 
大島 29.529 ! 93. 394 I 122. 923 

桜江村 1,333. s21 I 328. 1s9 I 1,661.680 

郡長檄付 1,114.818 I 923.210 I 2,308.028 

有安村 ］94.151 I 11. 545 ! 211. 696 

黒綺村 286. 708 
| 
776.029 I 1,062.737 

計 (14ケ村） 7,912.857 i 7,391,975 I 15,304.832 
-・-

| 

1 平戸村 599. 292 | 1, 280. 759 ［ 三．051
松！小引村 295.414 176.420 1 471. 834 

l大野村 116. 436 I 44. 211 I 160.641 

浦 1 中野村 405.067 I 1.043.148 I 1,448.21s 

！下方付 1,790.654 I 789. 601 I 2,580.255 

郡獅子村 i 255. 255 I 295. s43 I 551. 098 

根獅子村 26s.149 I 35.786 ! 
I 

304.935 

郡 I

壱

岐

村

郡

本

香

祈

箱

諸

河

深

湯

中

国

住

立

布

郷

宮

須

城

崎

吉

北

江

岳

分

吉

石

気
之

表
1

―
ー
―
~
ー
，
＇
’

第

名

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

村

朱

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）
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幕藩制後期における大名の財政構造（藤野）

糸 屋 村 297. 767 372. 448 

津 吉 村 2,093.316 1,326.613 3, 

生 月 村 1、611.910 984.990 2, 

多 久 島 140. 184 144.306 

大 島 799.465 1,011.670 1, 

小 値 賀 2,126.931 1,875.097 4, 

松 野 崎 島 28.848 56. 135 

ノ9‘. 島 27.451 57. 705 

納 島 39.547 109. 138 

班 9阜上U 62.798 154.019 

藪路木島 33.408 23. 715 

大 ,匡IIJ 41. 726 80.608 

田 立I 村 2, 486. 16s I 1,488.437 3, 

上 亀 村 142.327 3.490 

浦
御厨屋村 2,933.552 1,891.534 4, 

星 鹿 村 373.330 476.097 

青 島 19.273 61.317 

志 佐 村 5,722.317 2,078.131 7, 

調 JI I 村 1,152.593 1,306.152 2, 

平 尾 村 12.630 

福 島 527.006 475.536 1, 

鷹 迂伊0 839. 119 1,099.102 l, 

江 迎 村 1,665.001 1,488. 751 3, 

郡 船 之 村 85.963 8.367 

佐 々 村 2,163.338 1,173.844 3, 

小佐々村 311. 400 121 354 

吉田村 1,020.499 800. 372, 1, 

相神浦村 7,181.352 1,863.365 9, 

高島 31. 514 27. 153 

, 325. 135 I 62, 

巳
日才

979.939 
957.988 
3,345.206 

村 599.577 
方村 387.290 

計 (5カ村） I 6. 270. ooo I 

670.215 

412.929 

596.819 

284.492 

910. 135 

002.028 

84.483 

85. 158 

148.685 

216.817 

5 7. 123 

122.334 

974.605 

245.817 

825.086 

849.427 

80.588 

800.448 

458. 745 

002.542 

938. 221 

153. 754 

94. 310 

337. 182 

432. 754 

820,871 

044. 717 

58.667 

026. 135 

877. 300 
956.551 
710. 597 
081. 407 

202. 093 I 589. 383 

3,944.491 ¥ 10, 214. 49~ 

総石高＝104,895石7斗l升2合
外に｛壱岐郡のうち新田189石1斗9升3合 石田郡のうち新田 38.979 
松浦郡のうち新田 3,345.398 彼杵郡のうち新田1,020.987

計 4,594.557
合計総石高＝109,490石2斗6升9合

〔註〕「山本霜木覚書」による。
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守
元
高
の
基
本
と
な
る
。

と
し
、

と
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
明
暦
総
検
地
以
降
四
、

五
九
四
石
五
斗
五
升
七
合
の
閉
発
新
田
高
が
あ
っ
た
が
、

(14) 

「
そ
の
者
（
閲
発
者
1
1
筆
苔
）
手
柄
次
第
皆
も
つ
て
作
取
二
申
付
宇
巳
」

九
、
四
九

0
石
二
斗
六
升
九
合
と
な
る
。

(15) 

を
与
え
、
平
戸
祈
田
藩
を
創
出
し
た
が
、

そ
の
後
四
代
藩
主
鎮
信
（
天
祥

こ
の
蝙
合
は
物
成
渡
し
で
あ
っ
た
た
め
、
本
藩
の
吋
政
と
不
可
分
の
虞
係
に
あ
り
、

田
関
発
に
よ
る
増
石
は
著
し
く
停
消
し
、
平
一
戸
藩
一

0
万
石
体
制
は
固
定
し
た
ま
ま
で
後
期
へ
推
移
し
、
静
山
の
財
政
改
革
に
お
け
る
切

後
よ
り
、
新
田
胆
発
に
よ
る
増
石
、

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

こ
の
分
は
高
守
外

そ
の
後
新

「
管
事
倹
約
を
用
、
美
麗
を
不
好
、

こ
う
し
て
、
平
戸
藩
て
は
早
期
に
お
と
ず
れ
た
財
政
難
を
、
総
検
地
に
よ
る
増
石

lI生
産
物
地
代
搾
取
の
強
化
に
よ
っ
て
対
処
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
承
応
元
年
か
ら
明
囲
三
年
ま
で
の
六
年
間
に
、
借
銀
元
利
一
、

0
五
0
貫
を
皆
済
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
御
嗜
銀
お
よ
び

(16) 

軍
用
米
等
の
貯
藁
も
可
能
と
な
っ
た
。
藩
権
力
で
は
、
明
暦
元
年
制
定
の
「
家
訓
」
の
第
十
条
に
、

人
馬
・
金
銀
・
兵
粗
二
至
迄
、

不
時
之
用
に
相
立
候
様
二
心
懸
可
甲

武
具
・
馬
具
・
陣
具
之
外
、

(17) 

事
」
と
し
て
、
家
巨
団
に
対
し
て
倹
約
の
励
行
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
財
政
状
態
は
長
く
は
つ
づ
か
ず
、
万
治
元
年

(

1

8

)

(

1

9

)

 

の
大
風
お
よ
び
寛
文
三
一
年
の
大
旱
魃
に
よ
っ
て
、
再
ひ
股
村
は
荒
廃
し
、
延
宝
三
年
に
は
国
JTJ
不
足
を
憂
う
る
状
態
と
な
っ
た
。
こ
の
前

諸
器
軽
可
仕
、

分
々
二
随
ひ
相
晒
、

し
た
が
つ
て
仕
産
物
坤
代
控
取
の
強
化
に
余
り
期
待
が
も
て
な
く
な
っ
た
藩
楕
力
は
、
こ
の
年
上
ケ

(20) 

米
奉
行
を
設
磁
し
、
家
臣
団
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
上
ケ
米
制
に
よ
っ
て
財
政
難
を
補
強
し
よ
う
と
す
る
政
策
転
換
を
打
ち
出
し
た
。

し
か
し
、
上
ケ
米
詞
は
財
政
難
捕
強
の
根
本
的
解
決
策
た
り
え
ず
、
遂
に
貞
享
三
年
に
全
つ
て
、
「
高
百
石
已
下
地
方
二
而
知
行
相
渡

(21) 

候
者
者
、
来
年
¢
不
残
御
蔵
米
二
而
可
相
渡
候
」
と
い
う
先
に
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
た
家
臣
団
の
地
方
知
行
制
そ
の
も
の
を
否
定
す
る

政
策
を
打
ち
出
し
、
蔵
米
知
付
へ
の
切
替
え
を
断
行
し
た
の
で
あ
る
。
一

0
0
右
以
下
の
地
方
知
行
闊
が
改
革
の

t
日
標
と
な
っ
て
い
る

点
は
と
く
に
留
意
さ
る
べ
き
閻
題
で
、
そ
れ
は
一

0
0
石
以
下
の
過
半
を
占
め
る
下
級
家
臣
1
1
在
地
給
人
の
地
方
知
行
制
が
改
革
の

t
対

象
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
て
平
戸
藩
に
お
い
て
は
、
明
暦
総
検
地
に
よ
る
給
人
知
行
地
の
知
行
権
と
所
持
権
の
分
離
、
所

寛
永
十
四
ー
元
禄
二
年
）
は
致
仕
の
際
、

次
男
昌
に
新
田
一
万
石

と
い
う
措
四
を
と
っ
た
。

こ
の
分
を
合
わ
せ
る
と
二

0
万
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

山
内
豊
明
（
土
佐
中
村
藩
主
）

候
儀
不
御
本
意
御
迷
惑
至
極
思
召
候
得
共
、

る
。
ま
た
、
宝
永
五
年
制
定
の
「
家
訓
」
で
は
、

平
戸
藩
に
お
い
て
、
国
用
不
足
1
1
財
政
難
を
積
極
的
に
解
消
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
六
代
藩
主
篤
信
（
松
英

七
代
藩
主
有
信
（
等
覚

享
保
十
ニ
ー
享
保
十
三
年
）

に
代
つ
て
八
代
藩
主
に
就
任
し
た
誠
信
（
安
静

享
保
十
三
—
安
永
四
年
）
の
と
き
で
あ

っ
た
。
幕
政
で
い
え
ば
享
保
改
革
の
後
半
か
ら
田
沼
期
に
あ
た
り
、
幕
藩
体
制
は
全
体
と
し
て
解
体
期
の
様
相
を
あ
ら
わ
に
し
、
深
刻
な

正
徳
三
ー
享
保
十
二
年
）

御
勝
手
と
か
く
御
取
続
無
之
上
は

持
権
の
作
人
へ
の
移
行
に
よ
る
給
知
百
姓
自
立
の
促
進
、
寛
文
期
に
お
け
る
地
方
行
政
機
構
の
整
備
に
よ
る
給
人
知
行
権
の
藩
権
力
へ
の

(23) 

吸
収
、
商
品
作
物
奨
励
に
よ
る
小
農
民
自
立
条
件
の
形
成
等
々
、
地
方
知
行
制
否
定
の
客
観
的
条
件
の
進
展
度
に
対
応
し
な
が
ら
、
こ
の

期
に
地
方
知
行
制
が
否
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

こ
こ
に
平
戸
藩
に
お
い
て
は
、
生
産
物
地
代
搾
取
原
則
が
名
実
と
も
に
確
立
し
、
藩
財
政

右
に
み
る
地
方
知
行
制
の
改
革
に
よ
っ
て
、
財
政
難
は
か
な
り
緩
和
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
五
代
藩
主
棟
（
雄
香

(24) 

正
癒
三
年
）
は
、
襲
封
後
二
年
に
し
て
（
元
禄
四
年
）
寺
社
奉
行
に
任
命
さ
れ
、
幕
政
の
一
駕
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
棟
の
幕
閣
入
り
は
、

・
加
藤
明
英
（
下
野
壬
生
藩
主
）
ら
の
若
年
寄
就
任
と
あ
い
ま
つ
て
、
外
様
大
名
の
幕
閣
任
用
が
こ
の
期
に
は

(25) 

じ
め
て
具
体
化
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
が
、
棟
の
寺
社
奉
行
就
任
に
と
も
な
う
江
戸
定
府
、
そ
の
た
め
の
臨
時
支
出
は
、
却
つ
て

藩
財
政
を
圧
迫
す
る
こ
と
と
な
り
、
寺
社
奉
行
を
辞
任
し
た
翌
八
年
に
は
、

(26) 

結
果
は
「
年
々
御
借
金
二
而
被
成
御
相
続
候
」
と
い
う
状
態
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
藩
権
力
は
、
借
金
の
返
済
を
上
ケ
米
制
に
求
め
る
外
方
法
が
な
く
、
上
ケ
米
制
と
倹
約
令
と
い
う
の
が
こ
の

期
の
政
策
の
中
心
を
な
し
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
「
政
庁
要
録
」
ニ
―
は
、
「
右
之
御
勝
手
故
、
御
大
借
御
物
成
必
御
返
済
不
被

成
候
二
付
、
来
丑
年
（
元
禄
十
年
1
1
筆
者
）
ふ
翌
寅
年
迄
二
年
上
ケ
米
増
、
此
上
ケ
米
を
以
御
借
金
相
払
、
御
遣
方
随
分
御
簡
略
被
仰
付
、

御
物
成
を
以
何
卒
御
相
続
之
外
有
之
間
敷
相
談
に
て
、
相
違
御
聞
候
処
、
数
年
従
御
家
巾
物
成
御
借
り
被
成
候
、
今
度
上
ケ
米
相
増
差
上

可
被
成
様
無
御
座
、

(27) 

と
く
に
倹
約
の
励
行
を
強
調
し
て
い
る
。

其
通
被
仰
出
候
」

と
記
し
て
い

「
御
勝
手
年
々
御
不
如
意
」
と
い
う
事
態
を
招
来
し

は
全
面
的
に
そ
の
上
に
基
礎
を
す
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の

元
禄
ニ
ー
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一
挙
に
父
に
代
つ
て
祖
父
誠
信
の
世

晩
年
「
甲
子
夜
話
」
に
示
さ
れ
た
そ
の
博
覧
強

「
静
山
公
行
実
」
に
「
幼
精
敏
強
記
、
好
1

一
文
墨
へ
暁
1

一古

財
政
難
に
集
中
表
現
さ
れ
る
各
種
の
矛
盾
に
如
何
に
対
処
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
幕
藩
領
主
の
当
面
し
た
共
通
の
課
題
で
あ
っ
た
。

(28) 

誠
信
は
、
ま
ず
寛
保
二
年
、
五
カ
年
間
の
倹
約
令
を
発
す
る
と
と
も
に
、
延
享
四
年
、
松
浦
民
部
・
滝
川
弥
一
右
衛
門
ら
の
藩
政
要
路

者
に
対
し
、
国
用
不
足
を
憂
え
て
、
「
年
々
国
用
消
耗
し
、
奉
行
職
に
あ
ろ
者
は
為
す
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
か
つ
諸
士
に
給
す
べ
送
凛

米
は
な
く
、
将
に
飢
餓
に
及
ば
ん
と
す
。
吾
甚
だ
憂
う
。
宜
し
く
城
方
に
て
不
慮
に
備
う
る
と
こ
ろ
の
銭
穀
を
出
し
、
も
つ
て
危
急
を
済

(29) 

う
べ
し
」
と
申
し
渡
し
た
。
奉
行
ら
は
上
書
し
て
謝
罪
し
た
が
、
み
る
べ
き
対
策
は
講
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
下
つ
て
宝
暦
四
年
、
誠
信
は

松
浦
兵
馬
に
対
し
、
国
用
不
足
の
こ
と
に
つ
い
て
諮
問
し
た
が
、
兵
馬
は
処
遣
な
し
を
答
え
る
の
み
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
誠
信
は
広
く
諸

老
臣
に
諮
問
し
た
が
、
答
え
は
兵
馬
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
財
政
危
機
に
際
し
て
の
藩
政
要
路
者
の
無
能
諦
観
振
り
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
誡

信
は
諸
老
臣
を
集
め
て
、

「
汝
等
す
で
に
そ
の
職
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
責
に
任
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
倹
約
を
論
ず
る
こ
と
な
か
れ
、
国

(30) 

家
益
あ
る
も
の
、
宜
し
く
言
葉
を
尽
し
て
申
し
開
す
べ
し
」
と
い
い
渡
し
て
い
る
。

(31) 

そ
の
後
、
宝
暦
六
年
の
大
風
お
よ
び
翌
七
年
の
旱
魃
等
に
よ
っ
て
、
合
計
六
万
八
、
九
八
八
石
余
の
損
害
を
う
け
、
財
政
危
機
は
進
行

す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
宝
暦
十
三
年
、
誠
信
は
い
よ
い
よ
財
政
改
革
に
着
手
し
、
奉
行
お
よ
び
吟
味
方
・
省
略
方
・
勘
定
頭
・
諸
役
頭
等

(32) 

に
、
国
用
不
足
の
対
策
を
講
じ
さ
せ
、
翌
明
和
元
年
に
は
、
城
源
助
・
近
藤
丈
右
衛
門
ら
に
命
じ
て
、
同
じ
く
諸
有
司
・
勘
定
頭
等
に
対

(33) 

，
策
を
講
じ
さ
せ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
財
政
危
機
に
対
す
る
抜
本
的
な
対
策
は
講
じ
ら
れ
な
い
で
誠
信
は
致
仕
し
、
本
稿
で
考
察
の
主

対
象
と
す
る
九
代
藩
主
清
（
静
山
）
の
登
場
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
と
き
に
安
永
四
年
で
あ
っ
た
。

二
、
静
山
に
よ
る
寛
政
改
革
と
そ
の
意
義

(34) 

静
山
は
誠
信
の
三
男
政
信
の
子
と
し
て
、
宝
暦
十
年
江
戸
に
生
ま
れ
た
。

(35) 

今
こ
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
静
山
の
人
と
な
り
の
一
端
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

記
振
り
は
、
す
で
に
幼
少
よ
り
培
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
和
八
年
、
政
信
の
死
に
よ
っ
て
、

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）
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誠
信
が
死
去
す
る
同
八
年
に
至
っ
て
頂
点
に
逹
す
る
。
す
な
わ
ち

一
門
松
泊
雅
信
を
輔
佐
と
し
、

M
じ
く
松
浦
道
を
山
ー
職
家
老
に
任
じ

子
と

5
り
、
安
永
四
年
二
月
十
六
日
、
僅
か
一
六
オ
で
几
代
藩
主
に
就
任
し
た
。
幼
少
よ
り
祖
母
の
久
日
13
夫
人
に
寵
愛
さ
れ
、
平
戸
初
入

部
に
際
し
て
は
、
「
一
日
敬
孟
厄
神
一
、
二
日
重
―
―
祖
宗
ー
、
三
日
貴
1

-

｛
谷
忍
一
、
四
日
要
言
い
愛
1

、
五
日
却
1

一
貨
賂
＼
六
日
剛
1

一
志
気
＼
七
日

(37) 

八
日
饗
孟
諏
誉
一
、
九
日
寛
-

l

心
性
へ
十
日
務
1

一
慈
郎
こ
と
い
う
訓
戒
十
条
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
訓
戒
十
条
は
、
静

保ー
1

年
寿
へ

山
の
藩
政
改
革
に
際
し
て
の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
た
。

静
山
の
藩
政
改
革
は
、
ま
ず
、
財
政
危
機
に
際
し
唯
々
諾
々
と
し
て
な
す
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
っ
た
落
政
炭
路
者
の
更
広
1
1
人
中
の
刷

新
か
ら
は
じ
め
ら
れ
た
。
第
二
表
か
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
人
事
の
刷
新
は
、
平
戸
初
入
部
の
安
永
四
年
か
ら
若
手
さ
れ
、

て
藩
政
の
中
枢
に
す
え
る
と
と
も
に
、
松
浦
柘
璽
•
松
浦
純
寿
・
揺
川
貞
嘉
を
家
老
と
し
、
外
に
揺
J
I
I
延
親
・
城
恭
寛
を
当
職
手
付
と
し

(38) 

て
、
静
山
治
下
藩
政
の
執
行
部
体
制
を
碑
立
し
た
。
そ
し
て
、
「
除
-

i

父
子
兄
弟
一
外
、
不
レ
許
―
-
l

猥
出
1

一
入
且
門
一
、
以
厳
森
ぷ
翌
叩
、
防
1

1

(39) 

退
訥
託
こ
と
あ
る
よ
う
に
徹
底
的
な
緊
縮
体
制
を
確
立
し
た
。

外
に
、
志
自
岐
寛
英
・
小
倉
教
長
を
郡
字
行
、
熊
沢
正
準
・
近
藤
忠
盈
を
勘
定
奉
釘
、
立
石
久
致
を
勘
定
目
付
、
古
木
正
次
を
勘
定
役
、

(40) 

磯
野
員
修
・
中
山
実
輝
を
大
目
付
に
任
じ
た
。
郡
奉
打
・
勘
定
奉
行
を
と
く
に
重
視
し
た
の
は
、
静
山
が
財
政
危
機
に
際
し
、
湘
政
改
革

の
中
核
に
財
政
改
革
を
す
え
た
こ
と
の
W
~然
の
現
わ
れ
て
、
財
政
収
入
の
晶
盤
を
な
す
農
村
秩
序
を
再
絹
．
弧
化
し
な
が
ら
、
几
産
物
地

代
搾
取
原
則
を
貫
徹
し
、
も
つ
て
財
政
収
人
の
砥
保
と
計
両
的
な
処
理
に
万
全
を
期
そ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
て
あ
る
。
な
お
、
新

執
行
部
体
制
の
確
立
に
前
後
し
て
、
奢
移
文
弱
に
流
れ
収
賄
間
答
を
お
こ
な
っ
た
山
鹿
高
忠
・
浅
山
純
り
以
下
の
多
数
の
家
臣
団
を
処
門

(41) 
こ
う
し
て
、
新
執
臼
部
体
制
が
砿
立
し
た
と
こ
ろ
で
、
新
た
に
当
職
方
を
設
置
し
、
家
老
の
月
番
制
を
定
め
て
政
を
聴
合
、
漆
政
全
般

(42) 

を
総
括
す
る
こ
と
に
し
た
。
つ
い
で
同
年
十
一
月
二
十
日
、
藩
校
維
新
館
を
投
け
、
総
教
・
教
授
・
学
監
・
句
読
師
を
お
い
て
、
藩
じ
の

(43) 

子
弟
の
教
育
に
当
ら
せ
た
。
こ
れ
は
い
う
ま
て
も
な
く
、
文
式
の
焚
励
と
振
興
を
日
的
と
し
た
も
の
て
、
合
わ
せ
て
改
品
政
治
の
精
神
的
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第 2 表 安永・天明期の藩政要路者

年代 1 就任役職名
坂本長門・鮎）II忠成_用人
小田切易将 ー→側用人

安永4年 （家老松浦信由卒す）
豊田忠恒 ー→大組頭を兼ねる
滝川貞嘉 ー→寺社奉行
森）II正直・葉山高紹ー→勘定奉行
滝川貞察 ー→小姓組顕を兼ねる

同 5年
長嶺岸右衛門 ー→用人
志佐綜春 ー→勘定奉行（同 8年免ず）
安見広次 ー→大目付
村尾純手 一→大目付 (I司8年免ず）―

同 6年 熊沢正久 _小姓組頭
山本記記 ー→•大目付（同 7 年免ず）--
池内光忠 ー→用人

同 7年
志自岐寛英 一→用人
熊沢正準 ー→大日付

I 小田切易将側用人ー→用人

松浦雅信 ー→輔佐

松浦道 →当職家老 I
松油信王・松浦純寿・滝川貞嘉ー→家老

同 8年 I志自岐窪英・小倉教長ー→郡奉行熊沢三準・近藤忠盈ー→勘定奉行（忠祖同年免ず）
（正準天明元年免ず）

I 
同 9年

天明元年

同 3年 熊沢正方 _寺社卒行

誼定輿 ー→勘定奉行
同 4年 三沢正認 ー→側用人

松泊信安 ー→家老

同 5年
真見塚娯盟 一→旗奉行を兼ねる
志自岐寛英 _!」ヽ姓娯頭を兼ねる
--

同 6年
天野良忠 ー→大目付
；冦野順職 ー→側用人
真見塚累挫 ー→小姓組頸を兼ねる
秋山薯方 ー→用）＼

同 7年 豊田忠正 一→大組頭
小倉教長 ー→旗奉行を兼ねる
奥村好昌 ー→大目付. -- -

司 8年
熊沢正方寺社奉行ー→用人
秋山善方用人 ー→勘定本行

讀瓦］ 「家棋後伝」 1Iこよる。

磯野員修・巾山実輝ー→大目付
熊沢正也 ー→大組頭を兼ねる
（家老豊田忠恒致仕す）

真見塚景豊 →寺社奉行
岡）j叡与 ー→大目付
服部照元 一—刃切定奉行
志自岐寛英 一→屯箕宝行を兼ねる

爵JII延親 ー→•勘定奉行
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る
大
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の
財
政
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省
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

支
柱
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
武
芸
を
嗜
み
文
学
を
好
み
道
理
を
弁
ず
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
歴
代
藩
主
の
「
家

訓
」
が
改
め
て
強
調
さ
れ
た
が
、
維
新
館
開
講
に
際
し
て
教
諭
し
た
「
文
学
之
儀
は
士
之
正
業
、
縦
は
農
之
鍬
鋤
、
エ
之
刀
鋸
、
商
之
宝

貨
之
如
只
」
と
い
う
言
葉
に
、
文
治
政
治
家
と
し
て
の
静
山
の
面
目
が
躍
如
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
天
明
三
年
に
至
っ
て
維
新

館
を
城
内
に
移
し
、
家
老
の
滴
川
貞
嘉
を
総
教
と
し
、
新
た
に
教
授
以
下
の
陣
営
を
整
え
る
と
と
も
に
、
静
山
自
身
維
新
館
に
の
ぞ
ん
で

(45) 

大
学
を
講
じ
た
。

け
、
浜
野
順
職
・
奥
嶋
正
美
・
園
田
咸
寧
ら
を
し
て
修
史
事
業
に
従
事
さ
せ
、
静
山
自
ら
総
裁
と
な
っ
て
、
広
く
天
下
の
書
籍
を
蒐
集
し
、

(46) 

そ
の
一
部
を
刊
行
出
版
し
た
。
こ
れ
が
平
戸
藩
版
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
静
山
襲
封
初
政
の
安
永
・
天
明
期
の
藩
政
は
、
改
革
政
治
の
担
い
手
と
な
る
新
執
行
部
体
制
の
確
立
と
、
維
新
館
の
設
置
に
み

ら
れ
る
文
武
の
奨
励
・
振
興
に
特
色
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
財
政
政
策
と
し
て
は
、
猪
苗
の
植
付
．
開
墾
の
奨
励
等
、
一
部
殖
産
興
業

政
策
も
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
心
を
な
す
も
の
は
倹
約
・
緊
縮
を
二
本
立
と
す
る
冗
費
節
減
政
策
で
あ
り
、
国
用
不
足
1
1
財
政
難
に
対
処

す
る
具
体
的
・
積
極
的
な
対
策
は
な
お
計
画
・
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
藩
政
の
基
盤
を
な
す
農
村
秩
序
の
再
編
・
強
化
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
現
実
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
各
種
の
矛
盾
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
天
明
六
年
お
よ
び
同
八

(47) 

年
に
お
こ
っ
た
百
姓
一
揆
1
1
逃
散
は
、
こ
れ
ま
で
の
改
革
政
治
に
対
す
る
下
か
ら
の
抵
抗
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
寛
政
年
間
に

入
る
と
、
国
用
不
足
1
1
財
政
難
に
対
処
す
る
具
体
的
・
積
極
的
な
対
策
が
計
両
・
実
行
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

寛
政
三
年
、
新
た
に
豊
田
忠
正
と
松
浦
信
親
が
家
老
と
な
り
（
家
老
松
浦
純
寿
は
寛
政
元
年
死
亡
）
、
こ
れ
に
前
後
し
て
、
城
恭
寛
•
井
元

高
峰
が
勘
定
奉
行
に
、
葉
山
高
紹
が
寺
社
奉
行
に
、
木
村
正
良
・
近
藤
忠
盈
が
大
目
付
に
、
小
倉
教
長
・
古
川
恭
重
が
用
人
に
任
命
さ
れ

(48) 

る
な
ど
、
一
部
執
行
部
体
制
の
入
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
寛
政
四
年
に
至
っ
て
、
国
用
不
足
1
1
財
政
難
の
原
因
に
対
す
る
深
刻
な
反

(49) 

そ
の
結
果
「
其
費
最
多
且
急
者
、
莫
レ
如
1

一
江
戸
こ
と
い
う
結
論
が
え
ら
れ
た
。
参
勤
交
代
と
そ
れ
に
と
も
な
う

静
山
の
文
化
活
動
は
な
お
広
汎
に
お
よ
び
、

安
永
九
年
に
は
楽
歳
と
称
す
る
書
斎
を
造
る
と
と
も
に
、

天
明
四
年
に
は
修
史
館
を
設
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「
静
山
公
行
実
」
は
、

領
国
の
財
政
組
織
を
全
面
的
に
改
正
し
、
新
た
に
規
則
を
定
め
冊
籍
を
制
定
し
て
各
局
に
分
配
し
た
。

(54) 

こ
の
と
き
「
初
公
（
静
山
1
1
筆
者
）
川
―
―
意
於
経
済
こ
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
結
果
は
「
歳
入
則
減
1

於

(55) 

原
麟
、
歳
出
則
浮
＝
於
旧
度
1

、
邦
用
不
レ
足
、
称
貸
而
補
レ
之
」
有
様
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
又
聖
有
司
へ
量
レ
入
為
レ
出
、
樽
1

一
節
浮
費
-
‘

(56)

（

57) 

翫
1

一
酌
旧
規
1

、
以
否
塁
紀
鵬
」
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
作
成
さ
れ
た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
国
川
法
典
」
で
あ
る
が
、

は
次
節
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
こ
に
平
戸
藩
に
お
い
て
は
、
永
年
に
わ
た
る
国
川
不
足
1
1
財
政
難
に
対
処
す
る
具
体
的
・
積
極
的
な
対
策
が
計
両
・
実
行
さ
れ
、

れ
ま
で
の
ル
ー
ズ
な
財
政
組
織
が
全
面
的
に
改
め
ら
れ
、
収
支
に
わ
た
つ
て
周
到
な
配
慮
の
も
と
に
、
計
両
的
な
処
珂
が
な
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
期
に
財
政
改
革
が
断
行
さ
れ
た
所
以
は
、
天
明
後
半
に
勃
発
し
た
百
姓
一
揆
1
1
逃
散
に
集
中
表
現
さ
れ
る
矛
盾
の

激
化
に
対
し
て
、
藩
権
力
が
真
剣
に
立
ち
向
い
、
従
来
の
倹
約
・
緊
縮
を
二
本
立
と
す
る
冗
費
節
滅
政
策
の
み
で
は
、
何
等
矛
盾
の
解
決

(58) 

策
に
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
が
、
寛
政
五
年
の
大
飢
餓
、
お
よ
び
翌
六
年
の
関
東
諸
河
川
に
対
す
る
幕
府
へ
の

つ
い
で
寛
政
七
年
に
至
り
、

江
戸
藩
邸
で
の
出
費
は
、
諸
大
名
に
と
つ
て
大
き
な
経
済
的
負
担
で
あ
り
、
藩
財
政
の
窮
乏
を
き
た
す
大
き
な
原
因
と
な
っ
た
が
、
平
戸

そ
し
て
、

そ
の
対
策
と
し
て
、

と
称
し
た
。
ま
た
、

「
稽
―
―
考
数
十
年
之
用
度
[
、

使
レ
可
レ
有
レ
余
、
然
後
分
1
1

排
其
事
目
へ
書
1

一
諸
冊
へ

会
下
計
毎
歳
所
1

1

該
運
一
資
財
之
数
上
、

藩
に
お
い
て
は
、

こ
の
こ
と
が
今
深
く
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

そ
の
詳
細
に
つ
い
て

痛
省
元
費
ヘ

(50) 

量

真

数
1

、
以
應
其
資
こ
さ
せ
、

務
従
1

一
減
節
-
‘

こ
れ
を
「
原
資
」

以
定
―
―
歳
月
節
度
之
数
へ

(51) 

「
儲
下
積
其
年
所
＝
該
運
一
者
上
、
以
為
―
―
嗣
歳
之
用
度
こ
さ
せ
、
こ
れ
を
「
後
距
」
と
称
し
た
。
要
す
る
に
、
冗
費
節

減
に
よ
っ
て
貯
え
を
つ
く
り
、
費
目
を
つ
く
つ
て
記
載
し
、
月
ご
と
の
数
量
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
年
の
貯
え
を
次
年
の
用
度
に
す

ろ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
不
足
の
と
恙
は
執
政
有
司
を
集
め
、
ど
の
費
目
か
ら
補
う
か
、
あ
る
い
は
減
省
す
る
か
を
協
議
さ

(52) 

せ
た
。
「
先
レ
期
而
計
言
峠
数
1

、
先
レ
事
而
為
n
之
備
一
、
不
一
該
ビ
用
以
傷
畠
四
」
と
い
う
の
が
根
本
方
針
で
あ
っ
た
。

た
の
が
い
わ
ゆ
る
「
財
川
法
鑑
」
で
あ
る
。

こ
う
し
て
作
成
さ
れこ 必
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

(59) 

手
伝
普
請
は
、
財
政
難
を
さ
ら
に
悪
化
し
、
財
政
組
織
の
全
面
的
な
改
正
を
必
至
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
財
政
改
革
が
い
ち
お
う
成
功
す
る
や
、
静
山
は
、
財
政
収
人
の
基
盤
を
な
す
都
市
・
農
漁
村
そ
の
も
の
の
再
建
・
強
化
に

(60) 

乗
り
出
し
、
そ
こ
に
お
い
て
進
行
し
つ
つ
あ
る
矛
盾
の
解
決
に
立
ち
向
つ
て
い
っ
た
。
同
じ
七
年
に
制
定
さ
れ
た
「
町
方
仕
骰
帳
」
・
「
郡

(61)

（

62) 

方
仕
置
帳
」
お
よ
び
「
浦
方
御
仕
管
帳
」
が
こ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
全
般
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
本
稿
の
主
題
か

ら
外
れ
る
の
で
他
に
譲
る
こ
と
と
し
、

「
公
儀
御
制
札
之
趣
、
一
統
堅
相
守
、
馴
違
乱
之
儀
熊
之
様

1
巾
付
巾
」
に
は
じ
ま
る
「
耶
方
仕
賞
帳
」
は
、
全
一
七
九
条
に
お
よ
ぶ
詳

細
な
対
農
民
法
令
で
、
こ
の
種
の
農
民
法
令
で
は
最
も
詳
細
を
極
め
る
も
の
の
―
つ
に
数
え
ら
れ
ろ
。
そ
し
て
、
高
守
・
年
貢
・
連
上
お

よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
法
令
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
同
仕
fm-11
帳
が
財
政
改
革
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
「
惣
而
農
民
之
儀
は
、
田
畑
を
受
取
、
五
穀
を
作
り
、
天
下
之
人
民
を
養
候
故
、
是
を
国
之
本
と
も
巾
、
其
職
分
予
而
噴
キ
屯
二
候
」

（
二
条
）
と
い
う
農
本
思
想
を
拮
盤
と
し
な
が
ら
、
「
昼
夜
共
、
心
力
を
絣
作
之
巾
二
瓜
シ
、
少
も
他
之
念
慮
無
之
様
wJ
仕」

し
て
極
度
の
勤
労
を
要
求
し
、
も
つ
て
貢
租
の
完
納
・
増
徴
を
期
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
る
。

先
に
明
暦
総
検
地
の
こ
と
に
触
れ
、

に
み
て
お
こ
う
。

(
―
二
六
条
）
た
も
の
で
あ
り
、

「
其
以
後
新
開
発
之
場
所
は
、
新

こ
こ
で
は
「
郡
方
仕
殴
帳
」
を
中
心
に
、
平
戸
藩
寛
政
改
革
に
お
け
る
農
村
政
策
に
つ
い
て
簡
準

そ
の
結
果
「
田
畑
清
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
み
た
が
、

年
中
御
改
之
節
、
土
地
之
善
悪
、
出
来
毛
之
並
を
以
、
詞
守
被
仰
付
」

（
二
条
）
と

こ
の
「
田
畑
御
清
帳
之
儀
は
、
明
暦

清
帳
二
入
、
古
畑
よ
り
田
二
成
候
所
は
、
古
田
清
帳
に
入
、
切
畑
¢
田
二
成
候
場
所
は
、
新
田
清
帳
に
入
、
新
屋
敷
取
立
候
節
は
、
新
畑

清
帳
に
入
、
前
方
御
定
之
合
並
二
准
、
類
地
之
高
守
被
仰
付
」

(
―
二
六
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
寛
政
改
革
の
土
地
政
策
は
、
明
暦
「
田
畑

清
帳
」
を
基
本
と
し
、
そ
れ
に
手
直
し
を
加
え
た
こ
と
が
解
る
。
し
か
し
、
寛
政
改
革
に
お
い
て
は
、
単
に
米
麦
を
中
心
と
す
る
本
年
貢

の
確
保
・
増
徴
に
と
ど
ま
ら
ず
、
雑
穀
を
奨
励
し
て
、
米
・
大
麦
の
代
わ
り
に
小
麦
・
大
小
豆
・
胡
麻
・
辛
子
を
年
貢
と
し
て
納
め
さ
せ

る
と
と
も
に
（
九
条
）
、
年
貢
納
物
の
外
に
も
、
百
姓
の
食
糧
と
な
る
粟
・
稗
．
黍
．
疏
球
芋
等
を
奨
励
し
(
-
0
条
）
、
ま
た
茶
・
桑
．
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困
窮
候
者
」

（
小
作
貧
農
層
）
に
、

「
田
畑
之
儀
は
、

盛
立
て
た
の
で
あ
る
。
「
静
山
公
行
実
」
は
、

そ
の
外
の
百
姓
撫
育
策
と
し
て
、

「
荒
間
之
地
、
使
1

一
民
有
レ
カ
者
発
墾
へ
築
レ
堤
蓄
レ
水
、

所
に
依
り
作
人
手
柄
を
以
、
や
し
な
い
宜
致
候
所
は
六
歩
一
上
り
」

年
貢
に
格
差
を
設
け
、
百
姓
の
勤
労
意
欲
を

半
高
を
年
貢
と
し
て
納
め
さ
せ
た
（
六
0
条
）
。
切
畑
の
場
合
は
、

を
受
け
た
と
き
は
、

な
い
百
姓
に
は
、

麻
゜
陪
・
は
ぢ
・
椋
桐
・
ぎ
わ
た
。
藍
。
唐
胡
麻
・
く
ち
木
。
黒
つ
つ
の
実
・
栴
檀
の
実
・
柿
・
梨
子
・
密
柑
・
久
年
母
・
橙
等
の
樹
木

を
植
付
さ
せ
た
の
で
あ
る
(
―
一
条
）
。
要
す
る
に
、
貢
租
収
取
の
対
象
品
目
を
本
年
貢
以
外
に
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
各
種
の
作
物
・

樹
木
を
奨
励
し
て
百
姓
の
作
得
を
増
加
し
、
も
つ
て
百
姓
自
立
経
営
の
安
定
性
維
持
・
確
保
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
「
御
所
務
方
を
致
廉

直
、
百
姓
を
撫
育
仕
候
議
、
御
仕
置
之
第
一
」

（
九
条
）
と
さ
れ
た
。

買
入
資
金
を
貸
与
し
て
無
利
三
年
に
上
納
す
る
方
法
を
講
じ
（
一
九
条
）
、

竹
木
を
最
寄
の
山
か
ら
渡
す
よ
う
に
し
（
二
0
条
）
、
ま
た
三
人
目
の
子
供
か
ら
は
、

一
斗
ず
つ
を
支
給
し
（
二
四
条
）
、

一
家
の
人
口
の
増
加
に
応
じ
て
耕
地
を
増
し
与
え
た
の
で
あ
る
（
三
五
条
）
。
さ
ら
に
開
懇
を
奨
励
し
、

新
田
開
発
に
際
し
で
の
鍬
下
期
間
を
三
年
か
ら
六
年
に
延
期
す
る
と
と
も
に
、

産
婦
養
生
の
費
川
と
し
て
米

七
年
日
か
ら
検
地
し
て
土
地
相
応
の
高
を
守
立
て
、
そ
の

「
本
畑
同
前
之
所
は
四
歩
一
上
り
、
新
開
畑
不
宜
所
は
五
歩
一
上
り
、

（
七
一
条
）
と
し
て
、

以
備
1

一
久
旱
一
、
有
レ
蛙
給
1

一
海
鮨
油
1

漑
レ
之
」
と
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、

殖
」
と
評
価
し
て
い
る
。
改
革
の
い
ち
お
う
の
成
果
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

「
既
而
民
有
孟
墾
睾
、
野
無
轟
翌
竺
、
物
類
蕃
息
、
戸
口
滋

し
か
し
、
同
仕
置
帳
の
第
五
条
に
「
農
民
共
致
逼
迫
候
は
、
畢
窟
耕
作
之
心
懸
ケ
薄
ク
、
徒
二
日
を
送
、
米
銭
を
酒
食
二
費
候
故
之
儀

二
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
静
山
は
農
民
窮
乏
の
本
質
を
十
分
に
見
抜
い
て
お
ら
ず
、
結
局
は
愚
民
観
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
商
品

貨
幣
経
済
の
農
村
浸
透
に
と
も
な
う
農
民
の
階
級
分
化
に
対
し
て
は
、
「
内
福
二
有
之
候
者
」
（
上
層
農
民
1
1
高
利
貸
的
寄
生
地
主
）
が
「
致

米
銭
を
貸
付
け
、

高
利
の
利
潤
を
と
る
こ
と
を
禁
止
し
た
だ
け
で
（
―
-
三
条
）
、

惣
而
作
人
を
極
、
永
代
不
変
様
二
致
候
得
は
、
紛
敷
儀
も
無
之
、
手
入
等
致
候
儀
も
、
心
懸
能
作
人
程
行
届
、
土
地
も
次
第
二
宜
敷
相
成

火
災
・
風
破
・
水
損
等
で
百
姓
家
が
被
害

そ
し
て
、
百
姓
撫
育
の
具
体
的
方
法
と
し
て
、

村
役
人
の
非
道
・
私
曲
か
ら
百
姓
を
保
護
す
る
と
と
も
に
（
一
四
七
条
）
、

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

牛
を
も
た
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

政
改
革
に
お
け
る
農
村
政
策
は
、

政
改
革
に
お
い
て
も
こ
れ
が
実
施
さ
れ
（
八
条
）
、

道
理
二
候
」

農
民
の
階
級
分
化
を
阻
止
す
る
役
目
を
も
た
せ
た
が
、
他
方
に
お
い
て
田
畑
の
売
買

を
認
め
る
と
い
う
矛
盾
し
た
規
定
を
お
こ
な
っ
て
お
り
（
一
五
四
条
）
、
か
つ
そ
れ
が
認
め
ら
れ
た
限
り
、

る
こ
と
は
で
き
ず
、

(64) 

こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
つ
て
、
農
民
窮
乏
の
根
本
原
因
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

静
山
の
改
革
政
治
は
、
そ
の
後
も
引
続
い
て
お
こ
な
わ
れ
、
寛
政
十
年
に
は
、
新
た
に
熊
沢
王
方
が
家
老
と
な
り
、
勘
定
奉
行
・
寺
社

奉
行
・
大
目
付
．
用
人
等
の
一
部
に
入
替
え
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
同
十
二
年
に
は
、
城
門
外
に
薬
局
を
設
け
、
総
宰
（
侍
医
）
・
医
生

(65)

溶）

を
し
て
窮
民
の
治
療
に
あ
た
ら
せ
た
。
ま
た
こ
の
年
、
貧
農
の
救
済
資
金
と
し
て
内
庫
銭
三

0
0
万
を
放
出
し
、
文
化
元
年
に
は
、
各
村

百
姓
の
負
債
米
二
六
万
俵
を
免
除
し
て
い

“6こ
れ
ら
の
百
姓
保
護
・
救
済
策
を
既
述
し
た
撫
育
策
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
平
戸
藩
の
寛

(68) 

幕
府
の
寛
政
改
革
に
お
け
る
農
村
政
策
と
極
め
て
近
似
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

は
、
静
山
が
松
平
定
信
の
下
に
あ
っ
て
幕
府
の
寛
政
改
革
の
主
体
勢
力
を
構
成
し
た
松
平
信
明
（
三
河
吉
田
藩
主
）
と
義
兄
弟
に
あ
た
つ
て

(69) 

い
る
こ
と
も
一
因
し
て
い
よ
う
が
、
か
つ
て
奈
良
本
辰
也
氏
が
提
起
し
た
東
北
寛
政
改
革
論
や
、
津
田
秀
夫
氏
の
「
『
農
民
保
護
』
農
村

(70) 

復
興
策
を
も
つ
と
も
強
力
に
推
進
す
る
必
要
に
お
か
れ
て
い
た
地
域
は
、
…
…
関
東
・
東
北
の
各
地
方
で
あ
る
」
と
す
る
所
論
に
批
判
材

料
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
解
体
期
幕
藩
制
下
の
寛
政
段
階
に
お
け
る
諸
矛
盾
の
在
り
方
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
領
主
的
対
応
1
1
寛
政

改
革
を
、
全
幕
藩
制
的
規
模
で
把
え
直
し
再
検
討
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
先
、
静
山
は
寛
政
十
二
年
の
後
半
よ
り
病
に
か
か
り
、
享
和
・
文
化
期
に
入
る
と
、
寛
政
改
革
の
主
体
勢
力
と
な
っ
た
藩
政

執
行
部
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
。
か
く
て
静
山
は
、
文
化
三
年
十
一
月
、
病
の
理
由
に
よ
っ
て
致
仕
し
、
世
子
煕
（
観
中
文
化
三
ー

(71) 

天
保
十
二
年
）
に
封
を
譲
っ
た
。
致
仕
後
の
静
山
は
、
改
革
政
治
の
前
半
で
示
し
た
文
化
活
動
に
専
念
し
、
と
く
に
文
政
四
年
十
一
月
に
は

甲
子
の
夜
を
期
し
て
一
大
著
述
に
入
っ
た
。
か
く
て
完
成
し
た
の
が
著
名
な
「
甲
子
夜
話
」
で
あ
り
、
静
山
の
名
は
む
し
ろ
同
書
に
よ
っ

（
八
条
）
と
い
う
極
め
て
単
純
な
見
方
に
終
始
し
た
。

こ
の
こ
と

こ
こ
に
寛
政
改
革
の
限
界
を
よ
み
と
る

農
民
の
階
級
分
化
を
阻
止
す

(63) 

平
戸
藩
の
田
地
割
替
制
度
は
初
期
以
来
と
ら
れ
た
政
策
で
あ
り
、
寛
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米
四
斗

二
出
嵩
r
四
石
二
付
四
ツ
物
成
二

I

以
上
の
よ
う
に
、
俳
山
に
よ
る
平
戸
滞
の
寛
政
改
革
は
、
国
用
不
足
1
1
財
政
難
に
対
処
す
る
た
め
の
財
政
改
革
を
中
核
と
す
る
も
の
で

あ
り
、

そ
の
た
め
、

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貢
租
の
完
納
・
増
徴
を
期
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
く
に
財
政
収
人
の
基
揺
を
な
す
農
村
そ
の
も
の
の
再
建
・
強
化
に
乗
り
出
し
、
百
姓
自
立
経
営
を
安
定
・
確
保
す

で
は
、
寛
政
改
革
に
お
い
て
、
財
政
収
入
組
織
ー
貢
租
収

取
体
系
は
ど
の
よ
う
に
確
定
・
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

既
述
し
た
「
国
用
法
典
」
の
「
凡
例
」
第
一
条
に
、

(72) 

万

9
、
為
切
守
元
高
こ
と
あ
り
、

「
土
田
之
所
レ
生
、
依
レ
年
有
1

一
埒
減
一
、
故
平
＝
均
五
六
年
所
レ
納
之
米
へ

町
店
総
検
池
で
砿
定
し
た
平
戸
藩
一

0
万
石
体
制
が
財
政
規
粒
の
総
枠
と
な
り
、

し
て
の
切
守
元
齢
の
基
木
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

そ
し
て
、

「
凡
例
」
第
五
条
に
「
免
有
―
―
巽
同
1

、
取
二
米
四
訃
丁
高
壱
僻
中
1

、
名
レ
之
U

1

一
四
斗
免
一
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ヽ
ヽ

(73)

三
斗
三
升
免
一
、
今
所
尺
立
切
守
高
拾
万
餡
之
物
成
米
、
即
亦
四
斗
免
也
」

し
た
が
つ
て
、
総
峠
一

0
万
石
に
対
す
る
物
成
米
は
四
厄
石
と
な
る
。
さ
ら
に
「
凡
例
」
第
二
に
「
積
倉
久
米
次
第
乾
枯
而
聾
自
減
、
又

或
為
声
鼠
所
敗
、
故
就
＝
物
成
米
壱
皇
出
一
及
之
升
1

、
以
補
-
1

其
損
失
一
、
謂
1

1

之

n米
へ
堰
堤
決
壊
溝
泊
溢
盈
、
為
＝
士
田
之
害
一
年
年

(74) 

有
、
故
又
就
一
一
物
成
米
七
附
乙
空
米
六
升
六
合
六
勺
1

、
以
供
1
1

修
築
之
用
へ
渭
1

一
之
罰
米
―
」
と
あ
り
、
物
成
米
の
外
に
、
物
成
米
1

五
に

つ
恙
一
＾
升
の
口
米
と
、
同
じ
く
六
升
六
合
六
勺
の
闊
米
を
徴
収
し
た
。
つ
ま
り
、
田
方
の
貢
租
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

田

収

入

構

ソ七
早

、

財

政

構

造

と

そ

の

特

質

て
遍
く
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

五
・
六
年
の
収
訥
米
の
平
均
、

取
釆
三
叫
三
升
干
高
壱
銅
中
へ

名
レ
之
旦
―

（
点
傍
筆
酋
）
と
あ
る
よ
う
に
、
免
は
四
ツ
免
が
採
用
さ
れ
た
。

つ
ま
り
定
免
制
が
採
用
さ
れ
、

か

っ

財
政
改
革
に
際

以
-
1
1
5
呵
拾
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

田
壱
反

高
壱
石

下
々

田
壱
石

高
壱
石
五
斗

下

田
壱
反

高
弐
石

中

田
壱
反

高
弐
石
五
斗

上

田
壱
反

高
三
石

上
々

可
申
候
、

合
わ
せ
る
と
四
万
三
、

か
く
し
て
、
物
成
米
四
万
石
に
対
す
る
口
米
は
一
、
二

0
0
石
、
同
じ
く
闘
米
は
二
、
六
六
六
石
六
斗
六
升
六
合
七
勺
と
な
り
、
三
者

八
六
六
石
六
斗
六
升
六
合
七
勺
と
な
る
。
こ
れ
が
田
方
貢
租
収
入
の
総
高
で
あ
り
、

守
立
て
、

る
。
な
お
、
開
発
新
田
地
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
鍬
下
期
間
を
三
年
か
ら
六
年
に
延
期
し
、
七
年
目
か
ら
検
地
し
て
土
地
相
応
の
高
を

そ
の
半
高
を
口
米
・
嗣
米
と
と
も
に
貢
租
と
し
て
徴
収
し
た
が
、
こ
れ
は
切
守
一

0
万
石
の
外
に
お
か
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
田
方
貢
租
収
入
の
基
本
と
な
る
高
守
の
算
定
法
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
田
地
高
守
之
儀
は
、
土
地
之
善
悪
を
上
々
一
段
、
上
一
段
、
中
一
段
、
下
一
段
、
下
々
一
段
、
都
合
五
段
二
分
ケ
、
左
之
通
高
を
守

(75) 

但
、
物
成
米
三
斗
入
壱
俵
二
弐
升
懸
リ

口
米
壱
升
弐
合

但
、
物
成
米
壱
石
二
付
三
升
懸
リ

か
ん
米
弐
升
六
合
六
勺

財
政
収
入
の
中
核
を
占
め
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ポ

0
棄

l

計
2
半
↓
'0.
4
1
1
3
臣
斤
f
ら
が

L
懲
〗
l
計
2

半
翌
溶
4
,
y

浚

L
b
o
L書
芝

栄
丙
巳
斗
斤

L
苦
米

上
田
以
下
同
じ
よ
う
な
方
法
で
算
定
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
算
定
法
に
よ
れ
ば
、
高
と
い
う
も
の
は
、

(77) 

を
示
す
も
の
て
、
現
実
の
土
地
か
ら
の
総
収
穫
量
を
示
す
も
の
で
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
石
高
制
に
つ
い
て
の
従
来
の
所
説
に
対
し
て
再

検
討
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
耳
、
ゞ
済
忌
）
石
茜
底
叫

5
0
T

こ
の
法
定
量
に

2
-
3

の
税
を
か
け
、
そ
の
税
率
を
四
ツ
免
に
相
当
さ
せ
て
、
逆
に
一
反
の
高
を
確
定

(78) 

す
る
の
で
あ
る
。
既
述
し
た
「
庄
凸
期
而
計
i
i

其
数
1

、
先
レ
事
而
為
1

1

之
備
―
」
と
い
う
財
政
改
革
の
根
本
方
針
は
、
田
方
貢
租
収
入
の
基
本

ー

2

n
 
4
 i-[--+-2
1
1
1
m
2ぃ
一
~

ヽヽ

1

淀

‘、

ー

1
半
2
諒
x
3
0
0
1
1
3
計
6
ぃ
十

|

3

田
6

i
t
x
求
1
1
2
15 4
 i.l・ 

任
心
王
1

サ

f
o王
栄
芝

1

半
2

吟

石
は
次
の
よ
う
な
方
法
で
確
定
さ
れ
て
い
る
。

一
反
に
つ
い
て
の
米
の
法
定
量

右
之
通
、
古
来
よ
り
相
極
候
も
、
必
章
上
々
之
田
地
壱
坪
二
出
来
籾
壱
升
弐
合
と
定
有
之
、
壱
反
二
付
、
三
石
六
斗
、
三
ケ
ニ
上
り
米

壱
石
弐
斗
、
四
ツ
物
成
二
極
候
時
、
高
三
石
二
当
り
候
故
、
右
之
割
を
以
推
及
、
裔
之
守
方
ヲ
定
た
る
事
二
候
得
は
、
水
旱
・
風
歳
之

害
無
之
節
は
、
三
ケ
一
は
作
人
作
穂
二
相
成
候
、
増
而
手
入
を
能
致
、
土
地
相
次
第
二
宜
成
行
候
得
は
、
壱
升
弐
合
之
出
来
籾
は
、
弐

升
二
も
三
升
二
も
可
相
成
、
左
候
得
は
、
作
人
共
手
前
二
お
ゐ
て
、
迷
惑
之
筋
無
之
道
理
二
候
条
、
右
之
則
り
二
不
違
様
、
古
烹
守
可
仕

候
、
尤
土
地
之
善
悪
次
第
之
差
別
、
右
五
段
二
も
限
間
敷
、
就
其
余
は
、
右
五
段
之
定
を
規
矩
二
致
し
、
夫
よ
り
割
崩
候
而
、
其
土
地

(76) 

相
応
之
高
を
守
候
様
可
相
心
得
事

つ
ま
り
、
田
の
等
級
は
、
上
々
・
上
・
中
・
下
・
下
々
の
五
級
に
分
か
れ
、
高
守
は
一
反
に
つ
き
、

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
籐
野
）

そ
れ
ぞ
れ
上
々

11
三
石
・
上

Ii
ニ

石
五
斗
・
中
11-
―
石
・
下
11
一
石
五
斗
・
下
々
ー
一
石
と
確
定
さ
れ
た
。
注
目
さ
れ
る
の
は
高
守
の
算
定
法
で
あ
る
。
例
え
ば
上
々
田
一
―
-
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

1
某
|
|
‘
ー
ー

1
3
~
x13~11169;/'1: 

写

2
8
0
f
,
S
L
+
3
1
1
9
3
啓

こ
れ
を
数
字
で
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

下

壱
反
高
壱
石
五
斗

下
々
壱
反
高
壱
石

信
菩
1

J

1

2

0

苫

喜
謡
l

心

9
0
辛
且
一

T
S嘩
l

心
|

|

|

7

0
翠巨

米
三
俵
出
来
(79) 

米
弐
俵
出
来

中 上

壱
反
高
弐
石
五
斗
米
五
俵
出
来

壱

反

高

弐

右

米

四

俵

出

来

上
々
壱
反
託
三
石

米
六
俵
出
来

一
右
拾
万
石
高
二
御
守
立
之
板
元
は
、

明
し
て
い
る
。

な
お
、

と
な
る
尚
守
の
算
定
法
に
も
貫
徹
し
て
い
だ
と
い
え
る
。
し
た
が
つ
て
、
農
民
の
取
分
は

1
-
3

で
は
あ
る
が
、
ば
向
が
あ
く
ま
で
も
法
定

量
で
あ
る
た
め
、
農
民
が
手
入
を
よ
く
し
て
生
産
力
を
上
昇
さ
せ
る
と
、

で
あ
り
、

し
た
が
つ
て
、

上
之
穂
壱
ツ
ニ
百
式
拾
粒
、

合
、
三
ツ
ニ
割
候
得
は
九
拾
三
粒
二
成
、
拾
一
一
ー
株
二
拾
三
株
懸
合
、
壱
坪
二
而
百
六
拾
九
株
也
、
壱
株
二
五
本
之
積
懸
ケ
候
得
は
八

酉
四
拾
五
本
二
成
、
是
二
九
拾
一
云
一
粒
懸
テ
七
八
五
八
五
と
成
、
是
を
舛
之
法
六
四
八
ニ
ヒ
ニ
割
、
上
々
壱
反
高
三
石
と
知
ろ
也

民
の
取
分
も
珊
加
す
る
わ
け
で
、

中
之
穂
壱
ツ
ニ
九
拾
粒
、

「
迷
惑
之
筋
無
之
適
理
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
算
定
さ
れ
た
の
が
一

0
万
石
の
切
守
元
闘

そ
れ
は
寛
政
段
階
に
お
け
る
平
戸
藩
の
総
生
産
高
を
示
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

『
平
戸
藩
法
令
規
式
集
成
」
所
収
の
「
高
守
根
元
之
事
」
に
よ
れ
ば
、
切
守
一

0
万
石
の
算
定
の
板
元
と
し
て
次
の
よ
う
に
説

下
之
穂
壱
ツ
ニ
七
拾
粒
、

一
反
あ
た
り
の
出
来
籾
1
1
生
産
硲
も
上
昇
し
、

右
三
段
置

そ
の
分
だ
け
農
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羞
悶
8
4
5

(雰）
1
1
7
8
,
5
8

追
(
l類）

7
8
,
 5
8
5
f
1
7
.
-
-
o
-
6
4
,
 
8
2
7

雰
（
歪
苧
）
1
1
l

半
2

f
ヴ

l
>
]
2

い「

(I'ザ
F
)

つ
ま
り
、

一
坪
の
出
来
籾
が
一
升
二
合
一
勺
ニ
オ
と
な
る
。

反
に
直
し
て
三
仁
六
斗
（
升
以
下
切
捻
）
と
叶
箆
さ
れ
、
既
述
し
た
方
法
と
同
じ
方
江
で
上
々
田
の
向
三
石
が
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

も
、
高
と
い
う
も
の
は
、
人
為
的
に
算
定
さ
れ
た
法
定
量
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
な
お
、

れ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
「
高
守
枇
元
之
事
」
に
示
さ
れ
た
高
守
は
、
寛
政
七
年
に
確
止
さ
れ
た
闘
守
に
均
し
い
。
し
た
が
つ
て
、

方
仕
磁
歳
」
が
い
う
「
古
来
よ
り
相
極
候
」
の
「
占
来
」
と
は
、
少
な
く
と
も
貞
辛
以
前
に
確
定
さ
れ
に
高
守
て
あ
る
こ
と
が
解
る
。
こ

の
点
、
寛
政
改
革
の
土
地
政
策
が
近
貰
前
期
の
じ
地
台
帳
（
明
暦
「
田
畑
清
帳
」
）
を
某
本
と
し
て
い
た
事
実
と
限
合
す
る
。

平
戸
藩
に
お
い
て
は
、
近
批
前
期
に
確
定
さ
れ
に
い
詞

1
1
-
0
万
仁
体
制
（
明
屈
給
検
地
に
よ
っ
て
滸
権
力
に
把
握
さ
れ
た
総
石
嵩
）
が
、
そ

に
お
い
て
も
、

の
外
に
お
か
れ
て
別
途
収
入
と
な
り
、
財
政
運
営
が
な
さ
れ
た
。

そ
れ
が
確
定
・
整
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
新
日
閲
発
等
を
中
心
と
す
る
蹟
石
分
は
、
切
守
一

0
カ
石

こ
の
別
途
会
計
を
い
か
に
連
管
す
る
か
に
、
大
臼
財
政
連
宮
の
妙
味
が

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
寛
政
改
革
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
確
実
に
把
賑
さ
れ
、

そ
こ
で
次
に
畑
方
高
守
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
同
じ
く
「
都
方
仕
侶
帳
」
に
よ
れ
ば
、

一
畑
地
高
守
之
儀
は
、
土
地
之
善
悲
を
一
村
限
二
、

村
一
段
、
下
々
村
一
段
、
都
合
じ
段
二
蚊
差
別
、

上
々
村
一
段
、
上
村
一
段
、

(81) 

左
之
通
高
を
守
可
巾
事

と
あ
り
、
色
村
が
七
等
級
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
と
と
も
に
、
各
村
と
も
上
々
．

t
．
巾
・
下
・
下
々
・
▲
一

1

卜
の
パ
級
に
区
分
さ
れ
、
第
一
1

表

の
ま
ま
固
定
し
て
法
定
石
闘
と
な
り
（
生
産
高
と
の
乖
離
）

1
6
9

雰
X
s
C
*
)
1
1
8
4
5

雰

(
l某）

1

雰
ー
ー
ー
ー

5

丹

培
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
臣
政
構
造
（
藤
野
）

(80) 

さ
ら
に
『
集
成
」
所
収
の
「
田
方
責
四
守
之
次
第
」
に
よ
料
は
、

こ
れ
を
一

こ
れ
が
田
方
貞
租
収
人
分
と
な
っ
て
財
政
収
人
の
中
核
を
占
め
、
寛
政
改
革

上
之
巾
村
一
段
、
中
村
一
段
、
巾
之
下
村
一
段
、
ド

一
般
会
計
の
支
出
項
目
の
な
か
に
組
込
ま
れ
た
。

、J
~
 

ー
！
~-
H
 

「
田
方
闘
守
之
次
第
し

は
貞
享
五
年
に
聞
心
止
さ
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第 3表 (1)

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

明暦 2年における畑方高守表

1上々村 I上 村 1上の玉木叶中叫寸 1中の下村下の村 1下々の村
石斗升石江升 石可可7石耳う可―＿石直升―石耳孔石斗升

上々 1. 3 s 1 1. 2 s I 1. 2 01 1. 1 s I 1. 1 01 1. 0 s i I o. 9 5 
上， 1. 3 oi 1. z ol 1. 1 sJ 1. 1 o! 1. o s! 1. o oi 

/ 0. 9 0 
中 1. 1 21 1. 0 SI 1. 0 01 0. 9 SI 0. 9 01 0. 8 51 

| | 0. 7 5 
下 1.0 01 0. 8 s1 0. 8 01 0. 7 SJ 0. 7 01 0. 6 Oj 

I o. s s 
下々 0.8 o: 0. 7 01 0. 6 SI 0. 6 01 0. s SI 0. 4 Si | 1,  0. 3 5 
三下 o.s s/. o. s ol o. 4 sl o. 4 o/ ・ o. 3 sl o. 3 o) I I | 0. 2 5 I 

〔註］「在方記鑑」による。単位は 1反。

々

々

下

上

中

下

上

下

三

第3表 (2) 寛政 7年における畑方闘守表

l 
- --- - --- -I 

上々村l上村 i上の中村！中の村中の下村下の村下々の村
-------- --__J ----［_ ＿＿ ＿ 
石斗升石斗升石斗升石斗升石斗升石斗升石斗升
1. 5 5 I 1. 2 01 1. ・ 2 01 1. 1 51 1. 1 O! 1. 0 SI 0. 9 5 
--- 1 

1. 3 01 1. 1 51 1. 1 51 1. 1 01 1. 0 51 1. 0 01 0. 9 0 
| 

1. 2 OI 1. 0 OI 1. 0 OI 1. 0 51 0. 9 O! 0. 8 5! 0. 7 5 ---—- -----•—- -- | 
l. 0 0 0. 8 5 0. 8 0 0. 7 5 0. 7 01 0. 6 0 0. 5 5 

o. 8 OI o. 7 OI 0. 6 51 0. 6 OI 0. 5 51 o. 4 51 0. 3 o 
I 

0. 5 51 0. 5 01 0. 6 01 0. 4 01 0. 3 5/ 0. 3 01 0. 2 5 | I 

〔註］「郡方仕磁帳」による。単位は 1反。

た
高
守
が
大
き
な
変
化
を
み
ず
に
確
定
さ
れ
た
。

し
て
い
る
だ
け
で
、

①
の
よ
う
に
高
守
さ
れ
た
。

二
皿
に
分
け
て
徴
収
さ
れ
た
。
ま
た
畑
方
貢
租
の
場

物
成
が
夏
ニ
ッ
四
歩
・
秋
一
ツ
六
歩
と
い
う
割
合
で

れ
る
と
と
も
に
、

に
徴
収
さ
れ
た
。

口
米
・
闘
米
も
田
方
貢
租
と
同
様

た
だ
畑
方
貢
租
の
場
合
は
、
四
ツ

つ
ま
り
、
田
方
貨
租
と
同
じ
く
四
ツ
免
が
採
川
さ

但
、
米
其
外
雑
殻
は
、
何
品
二
而
も
、
相

定
通
、
米
引
之
積
を
以
、
可
相
納
加

口
米
・
か
ん
米
懸
ケ
様
田
方
同
前

秋
壱
ツ
六
歩

こ
れ
を
明
暦
総
検
地
の
際
確
定
さ
れ
た
高
守
（
第
三
表
①
）
に
比
較
す
る
と
、

ほ
と
ん
ど
変
り
な
か
っ
た
こ
と
が
解
る
。
畑
方
高
守
の
場
合
も
田
方
高
守
の
場
合
と
同
様
、
近
棋
前
期
に
確
定
さ
れ

通
相
定
候
事
、

夏
弐
ツ
四
歩

米
納
四
斗

一
畑
高
壱
石
二
付
四
ツ
物
成
二

I

一
畑
方
年
貢
之
儀
、
新
古
之
無
差
別
、
前
々
汐
左
之

の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
な
高
守
の
上
に
、
畑
方
の
貢
租
は
次

僅
か
に
傍
線
の
部
分
が
変
化
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つ
ま
り
、
切
畑
の
場
合
は
上
々
畑
が
な
く
、
上
畑
以
下
五
級
に
区
分
さ
れ
た
が
、
貢
租
の
徴
収
法
は
本
畑
と
異
な
り
、

蒔
に
つ
い
て
の
上
納
米
が
決
定
さ
れ
た
。
夏
秋
二
回
に
分
け
て
の
徴
収
法
は
本
畑
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

「
国
用
法
典
」
に
よ
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
家
臣
団
に
対
す
る
支
出
1
1
俸
禄
の
な
か
に
、
米
の
外
大
麦
・
小
麦
・
大
小
豆
・
辛
子
等

上
リ
米
八
合

一
中
畑
壱
升
蒔
二
付

上
リ
米
壱
升
四
合

一
下
畑
壱
升
蒔
二
付

上
リ
米
壱
升
弐
合

一
下
々
畑
壱
升
蒔
二
付

上
リ
米
壱
升

一
三
下
畑
壱
升
蒔
二
付

上
リ
米
壱
升
六
合

一
上
畑
壱
升
蒔
二
付

(84) 

内
四
合
八
勺
夏

同
三
合
弐
勺
秋

内
六
合

同
四
合

秋夏

内
七
合
弐
勺
夏

同
四
合
八
勺
秋

内
八
合
四
勺
夏

同
五
合
六
勺
秋

内
九
合
六
勺
夏

同
六
合
四
勺
秋

合
は
五
公
五
民
の
原
則
が
貫
徹
さ
れ
、
五
公
が
四
ツ
物
成
に
相
当
す
る
よ
う
に
高
が
決
定
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
畑
方
は
、
作
毛
半
分
作
人
歯
分
二
／
、
残
り
半
分
を
以
、
四
ツ
成
上
納
仕
候
様
、
高
を
極
有
之
候
…
…
賽
＇
略
）

な
お
、
切
畑
の
場
合
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
年
貢
に
格
差
を
設
け
て
四
段
と
し
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
貢
租
を
徴
収
し
た
。

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

そ
れ
ぞ
れ
一
升
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

殻
砂
｛
レ
之
、
附
、
凡
自
1

一
郷
方
砧
炉
大
麦
―
-
‘

川
―
―
米
之
存
信
弐
之
割
一
、
給
―
―
之
家
巾
一
時
、
用
1

一
米
之
壱
伍
一
、
故
給
知
設
之
大
麦
有
盃
□
千

(85) 

八
貞
五
拾
三
餡
壱
斗
一
、
則
須
レ
知
一
一
米
弐
百
弐
拾
阻
七
斗
四
合
六
勺
出
1

、
此
配
方
亦
見
ー
一
切
守
総
高
之
外
こ
と
あ
ろ
と
こ
ろ
か
ら
、
木
畑

・
切
畑
の
貢
租
収
入
分
も
、
開
発
新
川
地
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
切
守
一

0
万
石
の
外
に
お
か
れ
た
こ
と
か
鰍
る
。

以
上
は
現
物
貢
租
と
そ
の
収
取
組
糊
で
あ
ろ
が
、
次
に
貨
幣
貢
租
と
そ
の
収
取
組
織
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

「
国
川
法
典
」
「
銀
之
部
」
の
「
凡
例
」
第
一
条
に
、
「
戸
口
盛
衰
漁
塩
得
欠
、
佃~1一
年
小
＞
有
上
、
税
亦
随
増
減
、
囚
視
＝
五
六
年
所
に

m

以
定
1

一
切
守
元
高
こ
と
あ
り
、
貨
幣
資
祖
も
五
・
六
年
の
徴
収
額
を
平
均
し
、
切
守
元
店
を
確
定
し
た
こ
と
が
解
る
。
し
か
る
に
、
藩
七

が
参
府
滞
在
す
る
と
ぎ
は
国
用
は
減
り
、
逆
に
在
国
の
と
ぎ
は
増
す
の
て
、
切
守
元
高
に
も
年
に
よ
っ
て
憎
誡
が
あ
り
、

「
故
在
1

一
江
戸
―

(87) 

年
、
以
乙
緊
ー
八
百
弐
拾
七
貫
三
百
六
拾
九
匁
四
分
三
厘
一
、
在
レ
国
年
、
以
1

一
銀
下
七
百
六
拾
八
貰
四
百
五
拾
弐
匁
百
分
弐
厘
こ
す
る
こ

と
と
し
た
。
し
か
し
、
実
際
の
切
守
総
高
は
、
在
国
中
銀
．
一
、

0
五
六
貫
八
一
〇
匁
芝
分
九
厘
・
参
府
中
銀
一
一
、
一
七
七
貫
―

.
0
0
匁
三
，

(88) 

分
九
厘
と
な
つ
て
お
り
、
要
す
る
に
、
二
、

0
0
0
貫
を
上
回
る
貨
幣
貞
租
の
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。
同
じ
く
「
凡
例
」
の
第
二

(89) 

以
1

一
充
且
用
一
」

条
に
「
若
夫
非
常
大
役
事
、
則
非
―
―
切
守
之
所
＞
能
、
須
下
儲
乙
切
守
総
高
外
之
納
銀
苦
切
守
巾
年
年
所
一
一
残
余
玉
臼
q
j
‘

る
か
ら
、
貨
幣
貢
租
に
も
硯
物
貿
租
と
同
じ
く
、
切
守
総
高
以
外
の
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
陪
る
。

で
は
、
二
、

0
0
0
貫
を
上
回
る
貨
幣
貢
租
は
、

量
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
に
点
ま
れ
な
い
が
、
す
で
に
近
憤
前
期
早
期
に
お
と
ず
れ
た
財
政
難
に
対
処
す
る
た
め
の
方
第
と
し
て
、
生
廂

物
地
代
搾
取
の
強
化
策
と
と
も
に
、
各
紐
の
営
業
お
よ
び
商
品
流
道
に
対
す
る
課
税
策
を
推
進
し
、
貨
幣
頁
粗
の
確
俣
・
増
徴
を
期
し
た

(90) 

の
で
あ
る
。

愈

『
集
成
』
所
収
の
「
諸
役
銀
諸
連
上
等
」
に
よ
れ
ば
、
貨
幣
収
入
品
口
の
お
お
よ
そ
が
鮒
る
が
、
「
郡
方
仕
翌
帳
」
に
よ
る
と
、
百
姓
に

(92) 

は
本
役
と
し
て
月
薪
―
二

1
(
-
1代
三
分
）
お
よ
び
茅
畳
一
枚
（
代
七
分
五
圏
）
、

の
雑
穀
が
含
ま
れ
て
い
る
が

大
エ
・
桶
犀
・
木
挽
に
は
本
役
と
し
て
年
中
七
日

い
か
な
る
収
入
品
目
で
構
成
さ
れ
て
い
だ
の
て
あ
ろ
う
か
。
今
収
人
品
日
ご
と
の
数

と
あ

そ
こ
で
の
註
に
「
当
―
―
土
臼
刀
八
百
拾
包
弐
此
壱
升
四
合
一
米
三
丁
式
百
四
恰
三
朋
弐
斗
壱
升
四
合
、
以
i
i

雑

―-1 (）り—---



戌
冬
ふ

亥
春
迄

(93)

（

94)

会）

二
歩
(
-
日
一
匁
八
分
ず
つ
）
、
鍛
冶
に
は
本
役
と
し
て
銀
九
匁
、
染
屋
に
は
本
役
と
し
て
銀
七
匁
五
分
、
そ
れ
ぞ
れ
課
し
て
い
る
。
ま
た

(gll)

．
 

百
姓
以
外
で
田
畑
を
耕
作
す
る
も
の
に
は
、
脇
間
・
入
内
・
給
人
の
差
別
な
く
、
田
畑
一
反
に
つ
き
六
分
七
厘
の
地
役
銭
を
課
し
、
そ
の

命

）

（

98
）

（

99)

外
茶
運
上
（
一
斤
代
一
匁
五
分
）
・
桑
葉
連
上
(
-
石
代
羽
綿
一
〇
匁
）
．
藁
運
上
（
田
高
一

0
石
に
つ
き
捷
藁
一

0
束
ず
つ
、
一
束
代
一
分
五
厘
）

等
、
各
種
の
運
上
銀
を
徴
収
し
て
い
る
。

(
1
0
0
)

（

10) 

次
に
町
人
に
は
本
地
銭
の
外
浦
役
銀
二
四
匁
を
課
し
、
酒
屋
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
営
業
者
か
ら
は
運
上
銀
を
徴
収
し
、
町
船
に
対

(
1
0
2
)
 

し
て
は
帆
別
銀
を
徴
収
し
た
。
ま
た
浦
人
お
よ
び
漕
切
の
者
に
は
本
地
銭
の
外
本
加
子
銭
を
課
し
た
が
、
浦
人
加
子
役
は
本
役
一
人
銀
一

九
匁
五
分
・
半
役
一
人
銀
九
匁
七
分
五
厘
、
漕
切
役
銀
は
同
じ
く
本
役
一
人
銀
一
九
匁
五
分
・
半
役
一
人
銀
九
匁
七
分
五
厘
と
規
定
さ
れ

(
1
0
3
)
 

た
。
四
面
海
に
面
す
る
平
戸
藩
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
浦
人
が
お
こ
な
う
漁
業
に
対
す
る
課
税
は
、
貨
幣
貢
租
収
入
の
主
要
部
分
を
占

(
1
0
4
)
 

め
、
鯨
突
運
上
を
は
じ
め
、
鰯
・
鰤
・
鰺
．
鮪
・
終
．
錫
・
飽
等
の
各
種
の
漁
獲
物
に
対
し
て
運
上
銀
を
徴
収
し
た
。

そ
の
な
か
で
も
つ
と
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
の
は
鯨
突
運
上
で
あ
り
、
す
で
に
四
代
藩
主
鎖
信
（
天
祥
）
は

(105) 

一
本
二
付
、
銀
子
拾
五
枚
宛
二
相
定
候
事
」
と
規
定
し
た
。
鯨
突
運

「
御
役
所
御
手
鑑
」
に
よ
れ
ば
、

条
を
制
定
し
、
そ
の
第
一
条
に
「
突
鯨
之
運
上
、
先
年
辰
之
年
¢
‘

上
は
近
世
前
期
以
来
、
貨
幣
貢
租
収
入
の
主
要
部
分
を
占
め
た
の
で
あ
る
。

一
鯨
組
当
所
二
而
仕
出
候
初
、
寛
永
三
•
四
年
之
間
、
其
後
段
々
繁
昌
仕
、
当
町
ガ
七
組
迄
仕
出
候
儀
有
之
、
近
年
鯨
組
衰
微
仕
段
々
相

(
1
0
6
)
 

止
、
元
禄
四
辛
未
年
吉
村
勝
六
組
二
而
終

と
あ
り
、

そ
の
後
捕
鯨
業
に
は
盛
衰
が
み
ら
れ
た
が
、

（碑）

吉
等
の
各
組
が
活
躍
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
寛
政
三
年
の
「
瀬
戸
鯨
組
御
運
上
銀
指
引
帳
」
に
よ
っ
て
、
瀬
戸
組
の
運
上
銀
を
み
る
と
、

瀬
戸
組
運
上
先
納

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

益
富
又
左
衛
門

後
期
に
は
壱
岐
両
組
（
勝
本
・
前
目
）
の
外
、
生
月
（
御
崎
）

・
瀬
戸
・
大
島
・
津

「
鯨
突
御
仕
樅
」

1
0
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
帳
野
）

と
こ
ろ
で
、
財
政
支
出
は
大
き
く
分
け
て
「
給
知
渡
」

過
去
五
・
六
年
の
収
納
米
の
平
均
、

次
に
支
出
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
静
山
の
財
政
政
策
の
根
本
方
針
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、

(
1
0
)
 

樹
―
―
酌
旧
饂
、
以
竺
紀
綱
こ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
、
実
際
の
財
政
支
出
に
際
し
て
は
、

(
1
1
1
)
 

或
五
六
年
取
均
レ
之
、
以
立
＿
一
其
限
量
こ
る
こ
と
を
板
本
原
則
と
し
た
。

歳
出
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
過
去
ニ
・
三
年
な
い
し
五
・
六
年
の
平
均
を
も
つ
て
財
政
支
出
の
計
両
を
立
て
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
定
免
制
を
財
政
収
入
の
根
本
原
則
と
し
た
事
態
に
照
応
す
る
。

幻

支

，
ー
、

I
I
 

-― r
I
 

金
は
銀
に
換
算
し
て
約
四
四
三
貫
と
な
る
。

一
銀
六
拾
貫
目

一
銀
六
拾
貫
目

一
銀
百
五
拾
貫
目

(
1
0
8
)
 

f
銀
三
百
貫
目

「
売
方
」
と
し
て
七
、

れ
て
お
り
、

油

先

納

魚

先

納

米

先

納

一
銀
三
拾
貫
目

浦

請

銀

構

造

と
な
っ
て
お
り
、
瀬
戸
組
の
運
上
銀
の
み
で
銀
三

0
0
貫
を
先
納
し
て
い
る
。

「
倉
米
渡
」

（
城
下
蔵
米
渡
）

す
な
わ
ち

「
郷
方
当
米
」
．

「
書
出
渡
」
の
四
段
に
分

こ
の
点
、

そ
の
年
々
の
収
入
1
1
歳
入
に
見
合
わ
せ
て
支
出
1
1

「
国
川
亦
率
多
無
孟
吊
節
へ
故
或
二
三
年
、

鯨
突
運
上
に
つ
い
で
重
要
な
の
は
、
大
阪
蔵
屋
敷
で
の
蔵
米
販
売
代
金
で
あ
る
。

（鴎）

一
五
四
石
四
斗
二
升
七
合
一
勺
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
販
売
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
外
各
鯨
組
に
対
す
る
「
売
米
」
と
し
て
一
一
、

五
一
九
石
七
斗
四
升
九
合
五
勺
が
計
上
さ

こ
れ
ら
の
蔵
米
販
売
代
金
が
鯨
突
連
上
に
つ
い
で
重
要
な
貨
幣
頁
租
収
入
分
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。

そ
の
販
売
代

「
量
レ
入
為
レ
出
、
樽
孟
即
浮
費
-
‘

「
国
川
法
典
」
の
「
大
坂
蔵
方
之
部
」
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
に
諸
組
の
連
上
銀
を
合
わ
せ
る
と
厖
大
な
数
に
達
す

る
の
で
あ
り
、
鯨
突
連
上
が
貨
幣
貢
租
の
主
要
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
即
解
さ
れ
よ
う
。
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料」

注
目
さ
れ
る
の
は
「
嫡
子
物
成
」

か
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
「
給
知
渡
ー
と
「
｛
犀
米
渡
」
、
つ
ま
り
家
臣
団
へ
支
出
す
る
俸
禄
と
行
政
的
諸
経
費
は
「
難
レ
計
II

其
度
こ
と
い
う
理

(1122 

由
に
よ
っ
て
予
備
費
を
汁
上
し
、
そ
の
不
足
を
補
う
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
を
「
浮
米
」
と
い
う
ま
た
、
親
物
貢
租
を
支
出
す
る
「
倉
」

（
本
蔵
）
．
「
小
渡
倉
」

(
1
1
3
)
 

各
支
出
項
目
の
な
か
に
銘
記
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
藩
主
の
参
府
巾
は
国
用
が
減
り
、
逆
に
在
国
中
は
増
す
と
い
う
考
え
か
ら
、
実
際
の
財

で
は
、
財
政
支
出
は
具
体
的
に
い
か
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
滉
物
貢
租
の
支
出
構
造
よ
り
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ

す
べ
て
「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
本
・
末
で
あ
る
。

う
。
な
お
、
と
く
に
断
わ
ら
な
い
限
り
、
以
下
の
分
析
に
用
い
る
史
料
（
表
）
は
、

‘.~ 
A
支
出
構
造
（
一
）
（
現
物
真
租
）
第
四
表
の
①
ー
固
が
す
な
わ
ち
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
が
、

（
 

項
目
に
相
当
す
る
。
そ
の
う
ち
、
第
四
表

m
（
米
の
部
①
）
は
支
藩
（
平
戸
新
国
漆
1
1
峠
後
守
物
成
）
お
よ
び
嫡
子
以
下
家
臣
団
・
寺
社
へ
支
出

す
る
俸
禄
で
、
い
わ
ゆ
る
「
給
知
渡
」
の
部
分
て
あ
る
。
平
戸
藩
は
第
一
章
で
述
べ
た
知
行
制
度
の
改
革
に
よ
っ
て
、
地
方
知
行
は
原
則

と
し
て
新
田
給
人
知
行
と
寺
社
知
村
に
限
ら
れ
た
た
め
、
「
給
知
渡
」
の
実
態
は
蔵
米
知
行
て
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
表
中
に
「
諸
給
人

・
「
寺
社
知
行
」
と
あ
つ
て
も
、
そ
の
実
態
は
蔵
米
知
行
で
あ
っ
た
。

総
支
出
額
二
万
九
、
六
八
三
石
七
斗
九
升
九
合
一
勺
の
う
ち
、

項
目
）
で
、
合
わ
せ
て
一
万
九
、
九
六
八
石
四
斗
一
升
七
合
一
勺
と
な
り
全
体
の
六
七
％
を
占
め
る
。

支
出
す
る
「
定
府
諸
七
給
知
」

ん
で
「
豊
後
守
物
成
」

後
者
は
四
、

「
在
京
諸
士
給
知
」

(
8
.
9
項
目
）
等
は
合
わ
せ
て
一
、

(10
項
目
）
が
四

0
0
石
あ
り
、

「役

そ
の
外
在
府
・
在
京
中
の
諸
士
に

「
ご
節
日
1

而
閏
年
殊
伍
聾
、
今
因
毎
乙
其
有
乙
唄
益
節
目
E
粘
土
町
紙
表
1

1

こ
れ
は
財
政
支
出
の
い
わ
は
総
括

中
心
を
占
め
る
の
は
「
諸
士
倅
禄
1

.

「
諸
給
人
宛
打
L

五
一
一
石
四
斗
七
升
一
合
五
勺
と
な
る
。

0
0
0
石
（
知
行
高
一
万
白
に
対
す
る
四
ツ
免
渡
し
）
で
あ
る
が
、

「
役
扶
持
」

「
合
力
米
」
・
「
切
米
」

(
2
項
目
）
と
し
て
支
藩
に
対
す
る
財
政
支
出
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(
1
項
目
）
と
並

前
者
は
三
‘
-
―

]
0
0
右、

こ
の
こ
と
は
平
戸
新
田
藩
の
場
合
、
本
藩
か
ら
独
立
し
て
存

3

4

 

．
．
 

ー(

l

l

1

 

宛
行
」

裏
其
記
＿
‘

政
支
出
、

つ
ま
り
「
国
用
法
典
」
の
記
載
に
際
し
て
は
、

(
1
1
4
)
 

闘
覆
以
作
レ
別
」
と
い
う
方
針
が
と
ら
れ
た
。

（
蔵
）
に
は
「
本
倉
」

（
小
渡
蔵
）

「
切
米
倉
」

（
切
米
蔵
）
の
三
つ
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
混
詞
し
な
い
よ
う
に

癌
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
迩
（
藤
野
）
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（内14.4480引）

l 

o4, 313. 7152 0.33 小渡蔵

l | 

0.33 切米蔵06, 991. 2750 

*255.oooo I 0. 33 
1 本蔵

?Q 6只ス 7QQ1 （女牛n呻ヽ

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

〔註〗「国用法典小割別冊」による。 ＊無引. 0 3歩引。
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第 4 表（2) 米の部 (2)

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

蔵

＿

蔵

一

蔵

蔵

蔵

蔵

蔵

一

蔵

―

蔵

蔵

一

蔵

一

蔵

一

蔵

一

渡

渡

渡

渡

渡

渡

渡

渡

渡

渡

渡

、

、

、

、

、

、

渡

IJ

小

小

小

I

J

4

小

小

4

I

J

本

IJ

ー
'
、
|
ー
1
ー
―
ー
一
ー
，
9
1
,
＇
’
_
i
_
1
,
i
ー
一
ー
1
|
_

＿

一

を

一

ー

―

、

I

I

|

-

J

 

2

―

-

2

0

方

一

―

―

t

1

-

34
膳

―

-

＿

額

）

＿

合

6

3

-

-

6

l

-
-

i

7

 
•• 

I

I

I

I

I

I

I

I

 

年

升

2

5

-

I

I

-

I

I

-

5

I

I

I

I

-

出

府

斗

仄

＿

―

-
9

＿

9

,

-

I

I

在

石

7

9

8

-

2

0

し

）

―

―i

-

―

 

支

(

-

＿

一

但

＜-
_
-
（
省
—

ー
―
|
|
|
|
-
1
1
1
1
1
,
1
ー
一
ー
―
|
|
|
ー
一
ー
—
I
I
I
_
I
|

_

_

_

 1
1
1
 

•
一

1

勺

―

-

額

）

＿

合

7

5

9

6

2

-

6

0

6

3

0

0

1

6

4

5

O

o

0

0

9

5

I
 

0

4

0

3

0

0

3

 

7
 

08

芯

―

0
1
-
0
0
0
0
-

．
 

年

升

5

5

0

i

4

6

-

O

3

5

2

7

1

9

-

5

-

，
 

L
'
 
．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

．

 

-

．

 

7
 

2

-

2

2

3

9

9

5

5

-

6

2

2

-

出

国

‘

‘

-

5

_

0

4

-

9

9

2

7

1

6

 

8

2

-

9

-

9

6

5

 

在
石

8
5
2
1
-

—

i

l

 

―

―

-

i

―

-

―

 

支

(

-

―

I
I

、

_

l

-

l

-

＿
 

l
l
f

＼
ー
＼
／
リ
・
ー
し

I
f
-
1
1

ー
ー
ー
＼
ー
［
｀
’
ー
—
り
ぃ
！
・
'
|
_
，

-
l
l
i
f
-
l
(
'
-
l
l

―

―

一

，

＇

・

9

,

＇

|

＇

i

.

i

1

'

ー

ー

ー

＇

―

-

―

―

.

 

方

米

米

持

持

持

米

一

方

□JJ
一

方

米

一

方

巾

蒻

方

時

一

遣

持

方

持

一

方

渡

修

復

料

7
1
0
8
8
6
6
0
0
0
-

_

―

-

4

4

1

8

3

0

i

 

-

＿

 

目

一

扶

扶

＿

持

―

―

持

形

liji-Lt仄
L

扶

飯

―

共

7

一

持

飯

―

持

扶

山

寺

寺

寺

4

2

1

2

-
i
1
1
、

一

持

飯

一

り

一

た

扶

切

諸

諸

一

＿

―

才

l

手

）

）

）

）

人
l

扶

諸

i

扶

人

―

―

扶

子

諸

岐

豆

笈

麻

子

一

扶

人

諸

人

―

―

一

本

胡

一

方

一

方

館

光

宗

門

大

小

白

辛

（

（

（

（

 

刃

▲▲

9
 

ゴ

諸

諸

職

方

役

職

一

諸

一

諸

職

膳

祭

祈

賄

臨

諸

諸

一

語

加

自

斤

n

一

睾

木

具

―

項
一

武
一

方

作

事

方

材

柚

鍛

冶

方

料

船

作

事

方

台

所

奥

台

所

船

手

維

臨

志

樹

正

華

臼

台

所

売

方

司企
,

i

 

2

3

-

4

5

-

6

7

8

,

-

1

0

1

1

1

2

1

3

 

I
I
-

ー一
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I 項 目 1 支（在出国年額） 1 支（在府出年額） l渡し蔵

13 1 台売所方
（小豆） o. 7327 IJ 

I （大麦） 4.8000 

4 ロ （大豆）
0.6375 ll 14 所 （白胡麻） 0.0623 0.9189 0.5423 小渡蔵

用 （小豆） 0. 7223 

15 |銅 料 大 豆 I 183. 5156 I 163. 6622 I小渡蔵

161 臨 時 合 力 大麦 I 44. 7000 ” 1小渡蔵
171 鼠 切 俵 直 不 足 I 133. 5300 I ／／ 1本蔵蔵・切・小米蔵渡

18 I量 不 足 I 61. 1200 ” 1本蔵蔵・小渡・切米蔵
191 浮 米 I 168. 7815 269. 1020 I小渡蔵

20 I ” I 100.0645 I 1切米蔵

計 I (B) 3, 976. 1972（城下蔵米渡）

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

〔註〕「国用法典小割別冊」による。

第 4 表（3) 米の部 (3)

1 項 目 1 支出額（在国年） I 支出額（在府年） 渡し蔵

I 1 小手形渡
石斗升合勺 I II 
755. 1346 i小渡蔵， 

2 I郷普請入目| 600. 0000 I " I小渡蔵
3 I通 行 入 目 I 142. 5606 l 号訂翡食勺 1小渡蔵
4 r ~河内焼物入目 | 89. 8094 I I 202.7242 小渡蔵
s I 志自岐七社祭礼入目 | 10. 6000 I 

• I- 1 

" I小渡蔵
6 I田祈疇米| 23. 4000 I 11 小渡蔵

7 郷方稲荷祭米 2. 5410 I 11 ―•1 佐々―相神浦 i ―--

小渡蔵

戸 新田普請入目 153.4400 i——-- II I小渡蔵
9 I宿 馬 喰| 33.2895 （大豆 56.5995) 小渡蔵

応[― ” | 5.7914 （大麦 11.5828) l小渡蔵
計 I (C) 1, 816. 5665 （郷方当米）

〔註〕「国用法典小割別冊」による。
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第 4 表 (4) 米 の I‘ 
立
口 (4) 

端
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
迄
（
藤
野
）

項目 支 出 頷 渡し蔵

1 福島物成城付米 I 石斗升合勺442.3900 切米蔵

I 大合力米

2 1 : 1 : ： ：］ 750. 0000 本

3 大坂売方米 I1. 688. 2535 I本 蔵

4 I大 坂 売 方 5,111.3904（大豆・小麦・白胡麻・辛子）1本 蔵

5 |大坂登米雑 I
穀運賃米 I

398. 0700 I本蔵
--

計 (D) 8, 390. 1039（書出渡）
--------

〔註）「国用法典小割別冊」による。

蔵

石斗升合勺
石斗升合勺物成米＝40,000-0000

(A)+ (Il)+ (C)+ (D)＝米43,8666667l口米＝ 1，200.oooo 

闊米＝ 2,666-6667石斗升合勺
切守総高＝高100,000-0000

第 4 表 (5) 米 の 部 9
)
 
lo 

,~,.' 

且支

s

9

9

'

ヽ

；

9

J

ー

一

米

米

米

賃

米

組

組

組

鯨

鯨

鯨

目

船

足

両

崎

一

三

高

切

借

米

島

国

御

一

登

売

餃

属

一
上
〗
生
大

坂

坂

月

増

増

項

旅

打

者

大

大

売

米

ー

―

_
1

2

-

／

4

計

額 渡

石斗升合勺
1,852.9405 

I
 
|
 

210.69S5 

411. 7465 

2,519.7495 

―--

4,995.1320 

蔵

一
渡

―

*

、

＊

＊

*

＊

*

 

ー*

＊

*

＊

 

-

＇

.

 

し 蔵

＊ 

＊＊ 

*** 
**** 

（吐〗「国用法典小割別冊」による。
給知高のうち，城付 3歩納米をもってあてる。
給知渡しの大麦 l斗について，米4合 5勺 5オずつの出目をもってあてる。
臨時納米をもってあてる。
切守高10万石以外に，年々納るところの物成米をもってあてる。
以上の 4口は，何れも切守総高の外におく。
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拾
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並

t-9
物

高
未
＄

S-大
豆
菱
9

キ
枡
双
ぶ
ぶ

t'

小
豆
手
牙

射
ー
デ
面
＇
ぺ
升
ぺ
含
勺
四

此
包
含
萬
（
土
合
ぷ
ゃ

t豆
含
淑
‘

衣

g
祈

＇

ー

・

今

＜

勺

之

於

木

汲
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柑

ペ
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之未|未|［疇

田

C註〕「国用法典小割別冊」の一部（「米之部」）

守七T)

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

「
本
蔵
」

「
小
渡
蔵
」

「
切
米
蔵
」
の
三
つ
よ
り
支
出
さ
れ
、
予
備
量
で
あ
る
「
浮
米
」
は
、

総
支
出
額
の
中
心
を
占
め
た
「
諸
士
俸
禄
」

在
し
た
も
の
で
は
な
く
、

し
た
が
つ
て
、
財
政
的
に
独
立
採
算
制
を
基
調
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
本
藩
の
財
政
の
な
か
に
含
ま
れ
、
重
要

支
出
項
目
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
幕
藩
制
下
に
お
け
る
支
藩
存
在
形
態
の
一
典
型
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

の
雑
穀
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
、

出
項
目
1
1

「
給
知
渡
」
の
な
か
に
組
込
み
、

「
給
知
渡
」

1
1
蔵
米
知
行
の
な
か
に
は
、
米
の
外
に
大
麦
・
小
麦
・
大
小
豆
・
辛
子
等

そ
れ
は
雑
穀
を
奨
励
し
現
物
貢
租
の
収
取
体
系
の
な
か
に
組
込
ん
だ
寛
政
改
革
に
お
け
る

年
貢
増
徴
策
と
照
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
国
用
法
典
」
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
「
凡
自
孟
郷
方
紬
型
大
麦
一
、
川
二
米
之
壱
倍
弐
之
割
1

、

給
乏
家
由
時
、
用
―
―
米
之
壱
倍
1

、
故
給
知
之
大
麦
有
＝
四
千
八
百
五
拾
三
斜
壱
斗
へ
則
須
レ
知
1

一
米
弐
百
弐
拾
附
七
斗
四
合
六
勺
出
へ

(
1
1
5
)
 

此
配
方
亦
見
一
一
切
守
総
高
之
外
1

」
と
し
、
切
守
一

0
万
石
の
外
に
お
い
た
本
畑
・
切
畑
か
ら
の
貢
租
収
入
分

Il雑
穀
を
、
一
般
会
計
の
支

そ
れ
に
充
当
す
る
米
を
逆
に
切
守
外
と
し
て
特
別
会
計
を
計
上
し
、
か
つ
上
納
麦
と
支
給
麦

に
格
差
を
設
け
、

そ
の
出
目
分
を
特
別
会
計
に
加
え
た
の
で
あ
る
。

し
、
特
別
会
計
に
加
え
た
。

れ
た
。
ま
た
「
給
知
渡
」
の
場
合
、

三
ッ
三
分
免
で
二
五
五
石
計
上
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
第
四
表
①
で
明
ら
か
な
よ
う
に

こ
こ
ら
に
静
山
の
財
政
改
革
の
特
色
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

「
諸
給
人
宛
行
」
等
（
表
の
0
の
部
分
）
は
「
三
歩
引
」
と
し
て
、

こ
れ
を
「
城
付
三
歩
納
米
」
と
い
う
。

(
1
1
6
)
 

以
上
は
す
べ
て
物
成
渡
し
（
免
）
で
あ
る
た
め
、
現
実
の
給
知
高
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

採
用
さ
れ
な
が
ら
、
給
知
免
の
場
合
は
、

（謳）

歩
引
者
一
、
有
1

一
無
引
者
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
各
種
の
免
が
採
用
さ
れ
、

そ
こ
で
も
出
目
を
計
上

財
政
収
入
の
根
本
原
則
は
四
ツ
免
が

「
直
四
斗
免
一
、
有
己
二
斗
三
升
免
1

、
有
己
一
斗
二
升
免
へ
有
孟
均
免
へ

有
一
一
定
免
へ
有
三
―
-

そ
れ
ぞ
れ
の
支
出
項
目
に
応
じ
て
第
四
表
①
の
よ
う
に
決
定
さ

次
に
第
四
表
②
（
米
の
部
③
）
は
行
政
的
諸
経
費
で
、
い
わ
ゆ
る
「
城
下
蔵
米
渡
」
の
部
分
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
諸
役
所
の

経
費
は
現
物
貢
租
と
貨
幣
貢
租
の
双
方
か
あ
る
い
は
そ
の
一
方
で
賄
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
諸
役
所
の
個
別
項
目
を
み
る
と
、
本
表
に
な

い
役
所
の
経
費
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
に
示
し
た
「
城
下
蔵
米
渡
」
は
行
政
的
諸
経
費
の
す
べ
て
を
現
わ
し
た
も
の
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て
い
る
。
渡
し
蔵
は
「
本
蔵
」
を
巾
心
と
し

一
部
「
切
米
蔵
」
か
ら
支
出
さ
れ
た
。

―
―
―
石
三
斗
九
升
四
勺
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
外
「
大
坂
登
米
雑
穀
運
賃
米
」

四
二
石
三
斗
九
升
を
合
わ
せ
て
八
、
三
九

0
石
一
斗
三
合
九
勺
に
達
し
、

四
大
支
出
項
目
の
な
か
で
「
給
知
渡
」
に
つ
い
で
多
数
を
占
め

(
5
項
目
）

と
五
、

維
新
館
等
の
役
所
の
経
費
が
計
上
さ
れ
て
い
る
外
、
臨
時
本
手
形
渡
・
諸
寺
修
復
料
・
臨
時
合
力
大
麦
等
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
「
浮
米
」

は
二
項
目
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
六
八
石
七
斗
八
升
一
合
五
勺
（
「
小
渡
蔵
」
）
と
一

0
0
石
六
升
四
合
五
勺
（
「
切
米
蔵
」
）
が
計
上
さ

れ
、
か
く
て
総
支
出
額
は
三
、
九
七
六
石
一
斗
九
升
七
合
二
勺
に
達
す
る
。
な
お
、
諸
役
所
へ
支
出
す
る
現
物
貢
租
の
な
か
に
は
米
の
外

に
雑
穀
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
渡
し
蔵
は
「
小
渡
蔵
」

同
様
で
あ
る
が
、
「
城
下
蔵
米
渡
」
の
場
合
は
「
小
渡
蔵
」
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
た
。

次
の
第
四
表
⑳
（
米
の
部
⑥
）
は
「
郷
方
当
米
」
で
、
藩
政
の
基
盤
を
な
す
農
村
の
再
生
産
維
持
費
と
も
い
う
べ
き
項
目
で
あ
る
。
「
小

(
1
項
目
）
の
七
五
五
石
一
斗
三
升
四
合
六
勺
を
筆
頭
に
、

(
8
項
目
）
一
五
三
石
四
斗
四
升
等
が
重
要
支
出
項
目
を
構
成
す
る
。

あ
る
い
は
五
穀
豊
穣
の
た
め
の
祈
繭
米
で
あ
ろ
う
。

る
が
、

こ
れ
は
藩
の
陶
器
業
に
対
す
る
保
護
育
成
策
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
総
支
出
額
は
一
、

第
四
表
い
（
米
の
部
①
）
は
、
こ
れ
ま
で
の
支
出
項
目
と
異
な
り
、
主
と
し
て
大
阪
に
お
け
る
蔵
屋
敷
の
経
費
と
そ
こ
で
の
蔵
米
販
売
に

要
す
る
支
出
額
で
あ
る
。
前
者
の
「
大
坂
渡
」

い
る
。
後
者
は
「
大
坂
売
方
米
」

「
三
河
内
焼
物
入
目
」

(
3
項
目
）
と
「
大
坂
売
方
」

・
武
具
方
・
船
作
事
方
・
台
所
・
奥
台
所
・
船
手
・

「
郷
普
請
入
目
」
「
田
祈
繭
米
」

(
4
項
目
）

「
佐
々
相
神
浦
新
田
普

と
し
て
八
九
石
八
斗
九
合
四
勺
を
計
上
し
て
い

八
一
六
石
五
斗
六
升
六
合
五
勺
に

そ
れ
ぞ
れ
一
、
六
八
八
石
二
斗
五
升
三
合
五
勺

「
大
坂
売
方
」
は
大
豆
・
小
麦
・
白
胡
麻
・
辛
子
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

と
し
て
三
九
八
石
七
升
が
計
上
さ
れ
、
か
く
て
総
支
出
額
は
「
福
島
物
成
城
付
米
」
四

(
4
項
目
）
に
分
か
れ
、

(
2
項
目
）
は
「
合
力
米
」

「
扶
持
方
」
・
「
小
遣
米
」
よ
り
な
り
七
五

0
石
を
要
し
て

達
し

「
小
渡
蔵
」
よ
り
支
出
さ
れ
た
。

請
入
目
」

(
6
項
目
）
は
、
旱
天
の
際
の
雨
乞
い
、

手
形
渡
」

(
2
項
目
）
六

0
0
石

「
本
蔵
」

「
切
米
蔵
」
の
三
つ
よ
り
な
る
こ
と
は
「
給
知
渡
」
の
場
合
と

で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
作
事
方
以
下
材
木
方
・
柚
方
・
鍛
冶
方
・
飼
料
方
（
厩
方
）

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

そ
の
う
ち
領
国
に
お
け
る
行
政
的
諸
経
費
は
、

町
役
所
・
船
手
・
飼
料
方
（
厩
方
）

「
売
米
」

の
大
麦
に
対
す
る
出
目
分
、

よ
り
支
出
し
、

的
諸
経
費
で
あ
る
。

(
4
項
目
）
が
そ
の
支
出
項
目
を
構
成
し
た
。

銀
米
」

・
「
増
高
米
」

こ
れ
に
対
し
て
第
四
表
伺
（
米
の
部
伺
）
は
、

収
入
額
に
完
全
に
一
致
す
る
。

れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

・
蔵
米
販
売
費
で
あ
っ
た
。

切
守
一

0
万
石
外
の
い
わ
ゆ
る
特
別
会
計
で
賄
わ
れ
、

切
守
一

0
万
石
に
対
す
る
物
成
米
（
四
ツ
免
）
に
口
米
・
阻
米
を
加
え
た
現
物
貢
租
の
総

つ
ま
り
、
現
物
貢
租
の
総
収
入
に
対
応
し
て
、
総
支
出
の
項
目
が
計
画
・
分
類
さ
れ
、
藩
財
政
が
運
営
さ

そ
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
支
藩
お
よ
び
家
臣
団
へ
の
給
与
費
・
行
政
的
諸
経
費
・
農
村
の
再
生
産
維
持
費

「
増
切
米
」
の
外
、

以
上
に
よ
っ
て
考
え
る
に
、
藩
政
の
運
営
、

以
上
、
第
四
表
の
①
ー
い
の
総
支
出
額
は
、

「
大
坂
登
借
船
賃
」

3
項
目
は
臨
時
納
米
、

支
出
額
は
四
、
九
九
五
石
一
斗
三
升
二
合
に
達
し
た
。

そ
の
う
ち
、

(
2
項
目
）

「
大
坂
売
米
足
米
」

「
旅
行
者
」

(
3
項
目
）
お
よ
び
各
鯨
組
へ
の

1
項
目
は
既
述
し
た
「
城
付
三
歩
納
米
」
、

4
項
目
は
切
守
一

0
万
石
外
の
物
成
米
を
も
つ
て
、

(
1
項
目
）
の
「
月

2
項
目
は
「
給
知
渡
」

そ
れ
ぞ
れ
賄
わ
れ
、

か
く
て
総

こ
れ
は
切
守
一

0
万
石
に
対
す
る
一
般
会
計
総
支
出
の
一
割
強
に
相
当
す
る
。

か
つ
一
方
に
お
い
て
は
こ
れ
を
補
い
（
「
大
坂
売
米
足
米
」
な
ど
）
、

鯨
組
へ
の
「
売
米
」
な
ど
）
特
別
会
計
を
計
上
し
、
し
た
が
つ
て
財
政
支
出
に
必
要
な
基
本
的
項
目
は
、
切
守
一

0
万
石
に
対
す
る
一
般
会
計

あ
る
い
は
別
途
の
収
入
（
貨
幣
貢
租
）
を
目
論
ん
で
（
各

も
つ
て
国
用
不
足
1
1
財
政
難
に
対
処
す
る
計
画
的
な
財
政
運
営
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
次
に
、
貨
幣
貢
租
の
支
出
構
造
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

⑧
支
出
構
造
（
二
）
（
貨
幣
貢
租
）
第
五
表
（
銀
の
部
）
が
す
な
わ
ち
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
貨
幣
貢
租
の
場
合
は
、
諸
役
所
の
経

費
を
は
じ
め
、
江
戸
・
長
崎
屋
敷
等
の
諸
経
費
が
一
括
計
上
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
参
勤
交
代
に
と
も
な
う
諸
経
費
を
含
む
広
義
の
行
政

・
馬
具
方
・
大
納
戸
・
武
具
方
・
船
作
事
方
・
台

所
・
作
事
方
・
材
木
仕
入
方
・
鍛
冶
方
・
材
木
方
・
維
新
館
・
銀
方
・
苧
物
方
等
の
役
所
の
経
費
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

租
で
賄
わ
れ
る
諸
役
所
と
比
較
す
る
と
、
諸
役
所
の
経
費
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
を
現
物
貢
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仁
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日
で
、

器
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

「
小
渡
蔵
足
入
」
と
し
て

加
子
昼
扶
持
」

(
3
項
目
）

(
7
項
目
）

「
頭
料
二
人
扶
持
」

(
8
項
目
）

「
職
人
―
二
人
扶
持
」

れ
に
対
し
て
「
銀
配
」
は
、
釘
鉄
物
・
諸
材
木
・
諸
色
・
諸
油
・
津
具
・
紙
筆
墨
・
竹
等
の
資
材
の
購
入
費
と
な
っ
て
お
り

(
1
項
目
ー
7

項
目
）
、
外
に
職
人
の
賃
銀
が
含
ま
れ
て
い
る
。
銀
の
楊
合
は
年
分
切
守
総
高
と
実
際
の
支
出
類
は
等
し
い
が
、
米
の
場
合
は
六
石
一
斗

ム
一
｀
升
三
貪
一
一
勺
の
支
出
増
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
不
足
分
に
つ
い
て
は
何
等
説
町
が
な
い
が
、
「
小
渡
蔵
」
(
[
小
渡
蔵
之
部
」
）
の
総
括
項

一
八
八
石
二
斗
一
升
三
勺
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
こ
の
「
足
入
」
で
袖
っ
た
も
の
と
思
わ

9
珀
目
）
存
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ

「
定
小
取
一
人
詰
扶
持
」

「
浦
丈
二
人
扶
持
」

「
宰
料
定
小
取
扶
持
」

ー
船
手

「
宰
料
見
習
一
人
扶
持
」

飼
料
方
（
厩
方
）

現
物
貢
租
と
貨
幣
貞
租
で
賄
わ
れ
る
役
所

・
船
作
事
方
・
船
手
・
合
所
・
維
新
館
・
武
具
方
・
城
カ
・
作
事
方
・
鍛
冶
方
・
材
木
肛
・
材
木
仕
入
方

説
物
貢
租
の
み
で
賄
わ
れ
ろ
役
所

貨
幣
貞
利
の
み
で
賄
わ
れ
る
役
所

銀
方
・
馬
貝
方
・
苧
吻
方
•
町
方
・
大
納
戸

以
上
に
よ
っ
て
、

い
の
現
物
貞
租
と
貨
幣
貢
租
の
双
方
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
役
所
が
斤
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
が
解
る
。
概
し
て
い
え

ば
、
現
物
貢
租
は
各
役
所
の
諸
役
人
・
職
人
の
扶
持
米
と
し
て
支
出
さ
れ
、
貨
幣
貴
租
は
各
役
所
に
必
央
な
資
材
の
購
入
費
に
あ
て
ら
れ

例
を
示
そ
う
。
第
六
表
は
「
国
用
法
典
」
の
総
括
項
目
の
あ
と
に
褐
載
さ
れ
る
諮
役
所
の
個
別
項
目
の
う
ち
舶
作
中
刀
の
経
費
内
容

lI

支
出
項
目
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
年
分
切
守
総
高
は
米
九
二
石
・
銀
一
1

一
八
貫
六
三
五
匁
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
米
配
」
と

「
銀
配
」
に
分
類
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
支
出
項
目
と
支
出
額
が
ホ
さ
れ
て
い
る
。

す
る
扶
持
米
が
1

丑
勾
四
荘
八
升
七
合
と
な
つ
て
お
り

(
1
項
目
）
、

(
4
項
目
）

(
5
項
目
）

こ。
キー 7

 

LV‘ 

1
1
方
ド

（口） （イ）

そ
の
う
ち
「
米
紀
」
は
、
役
人
・
宰
料
各
一
臼
に
支
山

以
下
「
役
人
交
代
諏
扶
特
」

（

2
～
瑣
目
）

(
6
項
口
）
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第 6表船作事方の部
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持

人

2
 
ー

呼

時

目

い

扶

扶

扶

扶

扶

出

扶

扶

扶

合

｝

重

人

詰

人

取

呼

昼

人

人

ll臨

人

人

代

ー

人

小

子

2
2
3
5
1
1
叡

2
 

定

時

加

ー

料

習

扶

習

1

2

ー

ー

交

夫

料

人

頭

見

工

屋

挽

人

見

取

人

料

人

料

小

料

臨

手

手

料

職

役

宰

役

宰

定

浦

宰

（

船

頭

職

仕

頭

大

桶

木

諸

浮

一

0

1

2

t

 

ー

1

1

言

配

項 支

1

2

3

4

5

 
米

6
 
7

8

9

 

出 額

石斗升合
（日＝0.065)

（日＝0.065)

（月10日出勤， 日＝0.065)

（日＝0.009)

（年27日休， 日＝0.008)

（日＝0.009)

（刀指日＝0.0025, 
1本指日＝0.002)
（日＝0.010)

（正月細工初， 1人0.065)

（日＝0.010)

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

（日＝0.010) 

98. 1333 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

1

一

計

守

高

_

ー

＇

ー

ー

ー

位

ー

分年

総

銀

配

釘鉄物代

諸材木代

諸色代

諸油代

津貝代

紙墨筆代

竹代

銀払入日

定出職人賃銀

諸職人賃銀（臨時呼出）

浮 銀

貫匁分厘
8.358 73 

9.318 48 

0.497 06 

0.067 55 

0.614 56 

0. 216 72 

0.335 53 

0.500 00 

5.229 00 

3. 700 94 

9. 796 43 

38.635 00 

石斗升合勺
米 92.0000
貫匁分厘

銀 38.635 00 

C註〕「国用法典小割別冊」による。
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

つ
ま
り
、
「
定
物
二
不
相
成
候
得
共
、
年
々
納
有
之
候
」
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
鯨
突
連
上
を
は
じ
め
と
す
る
漁
業
に
対
す
る
各
連
上
、

寄
物
・
流
物
代
、
お
よ
び
木
代
・
払
山
代
等
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
考
え
る
に
、
漁
業
に
対
す
る
各
連
上
に

は
、
定
額
運
上
と
臨
時
運
上
が
あ
っ
た
こ
と
が
解
り
、
こ
の
臨
時
連
上
が
臨
時
入
目
の
内
客
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
臨

(
1
1
9
)
 

時
入
目
は
、
同
じ
「
定
格
帳
」
に
「
都
而
御
囲
二
被
仰
付
」
と
あ
る
よ
う
に
予
備
費
と
し
、

(
1
8
)
 

ー

之
候
：
…
•
(
下
略
）

I 項 目 j支出額
貫匁分厘

1 祈躊祭礼入目 3.318 63 

2 飛脚賄料 1. 478 40 

3 城下普請方入目 0. 531 20 

4 郷普請入目 6. 732 92 

5 隣国飛脚賃 2.547 80 

6 I 足 軽月銀 3.406 73 
I 

7 所々勤の者町宿賃 0.883 22 

8 所々勤の者小者賃 1. 942 47 

9 I宿馬代 1.808 50 

10 借船賃 0.592 08 

11 三蔵俵直賃 0.274 52 

12 組々役仕越入目 0. 142 31 

13 長崎行の者
時津往来駄賃

0.044 55 

14 浦々加子賃 17.859 03 

15 合力心付菜銀
恩銀給銀

34. 787 68 

―-. 

計 76.350 04 

外叶（巳一時人 目） 1 250.ooo oo 

貫匁分厘
1 総高銀 76.350 04 

臨時銀 250.000 00 

賃主〕「国用法典小割別冊」による。

年 分 切 守

而
懸
取
・
高
松
連
上
•
寄
物
流
物

代
・
在
々
願
木
代
・
家
中
山
札
代

．
払
山
代
・
津
元
拾
歩
運
上
・
年

々
未
進
銀
取
立
・
欠
所
銀
等
、
定

「
在
浦
窮
民
御
救
、
御
家
中
拝
借
、
牛
買
銀

物
二
不
相
成
候
得
共
、
年
々
納
有

第 7表 銀 方

ニ
而
懸
取
・
鯨
連
上
・
鮪
網
代
二

の

見
懸
ケ
遅
上
・
江
豚
運
上
・
鮪
網

部

一
臨
時
納
り
と
称
候
銀
之
儀
ハ
、
鰯

さ
れ
て
い
る
。

方
定
格
帳
」
に
、
次
の
よ
う
に
説
明

じ
寛
政
七
年
に
制
定
さ
れ
た
「
御
銀

は
銀
七
六
貫
三
五

0
匁
四
厘
で
あ
る
が
、
外
に
臨
時
入
目
と
し
て
銀
二
五

0
貫
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
臨
時
入
目
に
つ
い
て
は
、
同

次
に
い
の
貨
幣
貢
租
の
み
で
賄
わ
れ
る
役
所
の
う
ち
銀
方
（
第
七
表
）
の
経
費
内
容
1
1
支
出
項
目
を
示
そ
う
。

れ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
足
入
」
は
既
述
し
た
特
別
会
計
で
賄
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

銀
方
の
年
分
切
守
総
高
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算
す
る
と
約
八
六
八
貫
（
一
両
1
1
六
0
匁
替
え
）

と
な
り
、

に
よ
る
と
、
第
八
表
（
江
戸
行
本
）
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

本
邸
で
の
年
分
惣
高
は
一
四
、

四
三

0
両
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
銀
に
換

高
を
占
め
て
い
る
。

こ
れ
に
「
江
戸
賄
金
於
大
坂
両
替
不
足
」

目
）
等
が
重
要
支
出
項
目
を
構
成
す
る
。

(
1
2
0
)
 

拝
借
」
に
放
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
「
所
々
利
銀
、
年
賦
返
弁
、
旅
行
之
者
拝
借
銀
、
並
直
被
レ
下
銀
、

(
1
2
1
)
 

臨
時
遣
之
類
」
に
支
出
さ
れ
た
。
い
わ
ば
こ
の
臨
時
入
目
は
貨
幣
貢
租
に
お
け
る
特
別
会
計
で
あ
り
、
そ
れ
は
寛
政
改
革
に
お
け
る
農
漁

民
の
保
護
・
救
済
策
の
資
金
と
し
て
利
川
さ
れ
る
と
と
も
に
、
藩
の
借
金
返
済
資
金
お
よ
び
家
臣
団
の
救
済
資
金
に
あ
て
ら
れ
た
の
で
あ

と
こ
ろ
で
、
銀
方
の
経
費
内
容
1
1
支
出
項
目
で
あ
る
が
、
第
七
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

以
下
「
郷
普
請
入
目
」

(
4
項
目
）

切
守
金
仕
出
入
目
」

17
項
目
）
、

原
因
で
あ
っ
た
こ
と
、

「
足
軽
月
銀
」

(
6
項
目
）

「
合
力
心
付
菜
銭
恩
銀
給
銀
」

の
一
七
貫
八
五
九
匁
三
厘
が
こ
れ
に
つ
ぎ
、

(
1
項
目
）

が
重
要
支
出
項
目
を
構
成
す
る
。
視
物
貢
租
の
支
出
構
造
に
お
け
る
「
郷
方
当
米
」
に
相
当
し
、

お
よ
び
別
邸
（
本
圧
屋
敷
）
で
の
物
成
代
（
「
本
圧
物
成
代
」

19
項
目
）

欠
所
方
遣
、
諸
役
所
切
守
外

「
隣
国
飛
脚
賃
」

(
5
3

項
目
）
賀

そ
れ
が
銀
方
を
通
じ
て
支
出
さ
れ
た
の

・
切
守
金
（
「
江
戸

こ
れ
ら
参
勤
交
代
に
と
も
な
う
江
戸
藩
邸
で
の
出
費
が
国
用
不
足
1
1
財
政
難
を
き
た
す
大
き
な

そ
の
た
め
の
対
策
と
し
て
、
江
戸
藩
邸
に
お
け
る
財
政
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
、

鑑
」
が
作
成
さ
れ
た
こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
結
果
寛
政
四
年
に
「
財
川
法

ま
ず
本
邸
に
つ
い
て
み
る
と
、
賄
金
・
切
守
金
合
わ
せ
て
五
九
五
貫
八

0
0
匁
が
計
上
さ
れ
、
貨
幣
貢
租
の
支
出
項
目
の
な
か
で
は
最

(27
項
目
）
を
合
わ
せ
る
と
六
四
八
貫
八

0
0
匁
と
な
る
。
「
財
川
法
鑑
」

「
国
用
法
典
」
と
約
ニ
ニ
〇
貫
の
誤
差
が
生
ず
る
。

こ
れ
は
「
財
川
法
鑑
」
の

・
奥
切
守
銀
（
「
本
庄
奥
切
守
銀
」

20
項

次
に
参
勤
交
代
に
と
も
な
う
諸
経
費
に
つ
い
て
み
る
と
、

江
戸
本
邸
で
の
賄
金
（
「
江
戸
賄
金
仕
出
入
目
」

16
坦
目
）

で
あ
る
。

「
祈
蔚
祭
礼
入
日
」

一
四
貫
七
八
七
匁
六
分
八
厘
計
上
さ
れ
て
も
つ
と
も
多
く
、

「
浦
々
加
子
賃
」

る゚

幕
落
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

(14
項
目
）

(15
項
目
）
が

- 18(） --



て
九
九
貫
が
計
上
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
奥
切
守
銀
に
第
五
表
23
項
目
の
「
奥
台
所
入
目
」
三
五
貫
二
三

0
匁
を
加
え
た
数
字
に
ほ
ぼ
等

し
い
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
両
者
を
合
わ
せ
た
数
字
が
本
庄
屋
敷
に
お
け
る
実
際
の
貨
幣
貢
租
支
出
額
と
な
る
。

．
参
勤
交
代
に
と
も
な
う
経
費
は
以
上
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
道
中
・
船
中
の
入
川
金
、

「
旅
行
之
面
々
拝
借
銀
」

る
が
、

は
別
項
目
に
お
い
て
詳
細
に
見
積
ら
れ
た
。
第
一

0
表
（
付
人
交
代
道
巾
船
中
往
米
入
目
積
）
が
す
な
わ
ち
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一

0
表
の
算
定
の
基
礎
は
、
日
銭
九
六
文
を
銀
一
匁
と
す
ろ
、
⇔
金
一
両
を
銀
六

0
匁
と
す
る
、
国
東
海
道
の
片
迫
駄
賃
は
銀
一
―

一
匁
八
分
九
厘
を
も
つ
て
継
馬
一
匹
の
代
と
す
る
、
詞
旅
籠
銭
は
一
日
一
人
二
匁
三
分
と
し
、
往
来
二
四
日
の
積
り
を
も
つ
て
金
数
に
あ

第 8 表 江 戸
ノー

ィ1・ 本

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

「
旅
行
之
者
買
入
代
」

(28
項
目
）
と
し
て
四
五
貫
、

こ
れ
は
参
勤
交
代
に
よ
る
家
臣
団
の
財
政
負
担
に
対
す
る
藩
の
支
出
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

1 項 目支出額

1 I金

| ］ 両歩匁―
方 4,900.00

2 蔵方 I 3,458. oo 
3 台所 |950.00

4 大納戸 1,335.00
I 
5 作事方 1,453.00

6 合力金 1,680.00

7 浮金 409.00

8 繰合金 500.00

9n I家作修狸足金 300.00 

lo 1 旅 用金 1,300.00

叶 16,285.00
-- -- -—• ----

後 金
両歩匁

年分総高
14,430.00 

I 
1 遣 金 14,430.00 

「註〗「財用法鑑小割別冊」による。

(29
項
目
）
と
し
て
八
五
貫
、

そ
し
て
、
実
際
の
交
通
費

そ
れ
ぞ
れ
計
上
さ
れ
て
い

つ
ま
り
交
通
費
が
こ
れ
に
加
わ
る
。
第
五
表
に
は

貫
と
な
る
が
、
第
九
表
に
よ
る
と
、
奥
台
所
の
「
銀
配
」
と
し

で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
本
庄
屋
敷
の
経
費
は
奥
切
守
銀
六
八

支
出
額
に
一
致
す
る
。

つ
ま
り
、

そ
れ
を
銀
で
換
算
し
た
も
の

表
①
（
米
の
部

m)
で
考
察
し
た
「
嫡
子
物
成
」

(
1
項
目
）
の

（
嫡
子
の
部
・
奥
台
所
の
部
）
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

先
に
第
四

わ
せ
て
二
六
六
貫
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
物
成
代
は
、

第
九
表

次
に
本
庄
屋
敷
の
場
合
で
あ
る
が
、
物
成
代
・
虞
切
守
銀
合

思
わ
れ
る
。

従
者
1
1
家
臣
団
•
そ
の
他
の
経
費
が
加
わ
っ
た
た
め
の
誤
差
と

JJF‘ 

-Iri 

．．
 トー
T
9
Z
-

つ
ま
り
在
府
巾
の
見
積
り
で
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
、

場
合
は
、
寛
政
四
年
の
計
算
で
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
藩
主
の
参
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長
崎
屋
敷
で
の
経
費
で
、
前
者
は
一
九
八
貫
八

0
0
匁
、
後
者
は
六
貫
五

0
0
匁、

そ
の
う
ち
、
大
阪
蔵
屋
敷
の
経
費
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
（
第
四
表
④
）
、

い
る
が
、
第
一
―
表
（
大
坂
蔵
方
の
部
）
に
よ
る
と
、

八
匁
四
分
二
厘
と
な
つ
て
お
り
、

そ
の
外
、
貨
幣
貢
租
の
支
出
で
は
、

「
大
坂
仕
出
入
目
」

「
長
崎
屋
舗
切
守
入
目
」

そ
れ
ぞ
れ
計
上
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
蔵
方
切
守
の
正
米
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。

豆
・
白
胡
麻
を
合
わ
せ
る
と
八

0
六
石
六
升
三
合
三
勺
と
な
る
。

そ
の
外
は
い
わ
ゆ
る
「
売
方
」
で
あ
る
。

現
物
貢
租
と
貨
幣
貢
租
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
長
崎
屋
敷
は
貨
幣
貢
租
の
み
で
賄
わ
れ
、
年
分
切
守
総
高
は
銀
六
貫
四
四

そ
れ
が
第
一
二
表
（
長
崎
屋
舗
の
部
）
に
み
る
よ
う
な
項
目
に
わ
た
つ
て
支
出
さ
れ
た
。
第
五
表
の
「
長

(18
項
目
）
と

そ
の
外
の
辛
子
・
小
麦
・
大

こ
う
し
て
、
大
阪
蔵
屋
敷
も

「
大
坂
渡
」
と
し
て
現
物
貢
租
七
五

0
石
が
支
出
さ
れ
て

第 9 表 嫡子の部・奥台所の部

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

(25項目）がある。大阪および

項 目 I支 出 額

米 1 浮
米米、 ！ ， I 

石1,6斗50升.0合00勺0 

2 遣 1,650.0000 

配
計 I

3,33貫006匁.00.0分000000 厘 ， | 
1 l賄 金 l

料守近医小小煮納戸下人頭姓役方習師 26221 人人人人人 襲銀

2 14. 76000 

誓
理 11 人人

3 相定拝借銀 5.04000 

配 4 2々0拝石借以当下被の下面銀 1. 51000 

5 囲 銀 41.68800 

] l• I 99.00000 

>高
金 3両,3歩00匁.0分00厘00 

米にして石3,斗30升0合.00勺00 

(1万石胃X 0. 33) 

代銀 8匁.0分00厘00 
I 

は
切
守
高
の
外
に
お
か
れ
た
。

C]-l:J「国用法典小割別冊」による。

が
つ
て
、
参
勤
交
代
に
要
す
る
交
通
費

費
か
ら
支
出
し
て
い
る
こ
と
で
、

し
た

が
、
重
要
な
こ
と
は
特
別
会
計
の
予
備

歩
―
―
匁
八
分
九
厘
と
な
っ
て
い
る

た
。
か
く
て
総
支
出
額
は
四
七

0
両

囮
米
一
俵
銀
一
八
匁
の
割
を
も
つ
て
扶

(
1
2
2
)
 

持
代
金
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ

日
の
積
り
を
も
つ
て
米
高
を
定
め
る
、

扶
持
は
一
日
米
七
合
と
し
、
往
来
四
〇

床
引
五
歩
遅
賃
の
割
と
す
る
、
因
船
中

て
る
、
国
船
賃
は
格
の
上
下
に
よ
る
荷
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器
藩
制
後
期
に
お
け
る
入
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

第 10表 付人交代道中船中往来入巨積（隔年）

I 
項 目 I支出額 L_I項 目支出額

| ― 1 両歩匁分厘1 1 両歩匁分厘
1用人 2人 7・ ll27l ii I 15足軽 6人 5.20300 

2表士 8人1 29. 30581 161中間 5人 4.20750 

3 小納戸下役 2人 7. 11271 1 叶 129.20000
(1) 4 膳方役人 1人 1.30692 --二 1

I 
道 5板前 1人 o.10m 11 I 1用人 2人I 21. 00001 

l 

中
6徒士 10人I 12. lll25 近習 8人

7坊主 2人I 1. 114so 
2表士 8人 110.20900 

． 瞑師 2人

往 1 8足軽 6}'

来

手 廻 7人 4305871 (3) 料理人 1人1 930900 

船
3 小納戸下役 2人

9 近 習 8人 29.30581 1 1膳方役人］人

駄 10医師 2人1 7. 1127] 中／
4.  
促士目付 l人

I 4. 30300 

賃 11料理人 1人 3.21385|往| l徒 士 10人

銀
12酒部屋 1人 0. 21477 

5 行水取 2人 25.01200

13徒士目付 1人 1. 30692 
来
坊主 2人

酒部犀 1人 i1 | 6, 4 20540 
14 1行 水取 2人 2.11421 :i船手 廻 8人

15 弓組の手廻 8人 5→1116 1賃 1足 軽 6人

16 1中 間 5人 1.30692 I I 7占昆 Iti 8. 20300 

計 I ll 9. 30049 II ! 中 間 5人I 

l —— | - - - - ・. 
I I 計 184.2ll40「
1 1用 人 2人 1 12.31200 | 1 1 ----- -

Iエ士 182:1 1ー用人 2人1 321050 
2 |下 24人 29.20600 II 1 1下 l2人

3 小納戸下役 2人 3. 21200 II IA¥ I 2 I近習 8人，下24人
(2) 下ノ人 2人

(4) ＇表士 8人，下24人 16. 30300 i 

道 4 下
膳方役 ］人

1人，
1. 30600 船医師 2人 2,20750 

3 
下 8人

5 板 前 1人 o.31050 I中 料即人 1人，下 2

中 6I徒 士 IO人 9. 10000 ii 人，小納戸下役 2| 2. 10675 

往 7坊上 2人I I. 30600 
往 4I人下 2人，膳方

役人 1人，下 1人1

来 8 1手 廻 15人 13.30750 来 徒士目付 1人，徒

旅
， 
下
近 習 8人 29.20600 扶 Is 士10人，行水取 l

24人 ，3 人，坊宅 2人，酒部 11. 10225 

暉 10I! 師註I 9. 10000 !持 l璽い介1̀ |` 

11料理人 1人 2. 301so 1方 1人，中間 5人
銀下 2人 ， 

I 
12酒部屋 1人 0. 31550 II l g+ 1 36. 30000 

l = • ----し-=--＝ ·—- - - -
13徒士目付 1人 0.31050 1 

！ 

14行水取 2人 l.30600 1総計 470.21189 
| I - -- - -

I 

臼却「国用法典小割別冊」による。
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第 11表 大 坂 蔵 方 の 部

I 項 目 I 支 出 額

1 I蔵 方 切 守 I正 米 I 石7斗50升.0合00勺0 
2 I売 方 正 米 I代 126貫目 I 2,100.0000 
3 蔵 方 切 守 石斗28升.4合5勺 I 25.8699 辛子 69 

4 I売 方
｛ 辛子 2, 971. 5431 ｝ 

貫匁分厘 2,701.4028 
代 178.29259 

5 1蔵 方 切 守方 I ,Jヽ麦 歪翡和 5.6007 

6 茄 ｛小麦 890.4788 分匪｝ 523. 8111 
代 胃忽1915

7 I蔵 方 切 守 I 石斗4升合勺 I 24.3302 大豆 l. 3613 

8 売
方 I
｛ 大豆 2,958.6387 ｝ 

貫.匁9分厘 1,740.3757 
代 147 3193 

9 I蔵 方 切 守 白胡麻 石斗升合勺25 I 1. 1625 1. 162 

10 I 1#. ク 方 I ｛ 白代胡麻 88.8375 ｝ 
88.8375 

貫5匁.9分22厘50 

計
7,961.3904 

代銀 49貫3匁.76分6厘17 

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

〔腔〕「国用法典小割別冊」による。

に
計
上
し
た
の
で
あ
る
。

れ
で
あ
り
（
第
六
表
）
、
銀
方
の
臨
時

に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
因
な
み

間
に
約
五
1

一
匁
の
誤
差
が
あ
る
。
こ

の
誤
差
は
「
痛
省
11

冗
費
1

、

務

従
11

(
1
2
3
)
 

減
節
1

」
と
い
う
財
政
改
革
の
方
針

に
、
第
五
表
と
諸
役
所
の
個
別
項
目

の
年
分
切
守
総
高
を
比
較
す
る
と
、

諸
役
所
の
実
際
の
経
費
は
縮
小
し
て

い
る
額
の
方
が
大
き
い
。
例
え
ば
、

既
述
し
た
船
作
事
方
の
ご
と
き
が
そ

入
目
の
ご
と
き
は
一

0
0
貫
縮
小
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
節
減
費
は

(
1
2
4
)
 

「
為
扇
歳
之
用
度
こ
し
、
予
備
費

崎
屋
舗
切
守
入
目
」

(25
項
目
）
と
の
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第 12表

項 目

幕
滞
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

長崎屋舗の部

支出額

貫匁分厘
l 正月松飾入目 0.05710 

2 正• 5. 9月祈薦入目 o. 28662 I 
3 公儀遣入目 0. 15575 

4 聞役寄合入目 0. 23598 1 

5 屋舗地銭並町方諸懸物 1. 49152 I 
6 稲佐陣場屋舗前築地地銭 0.37978 

7 駈付日雇足留銀 0.43200 

8 見廻の節入目 0. 50682 ! 

9 名代役料 1. 50000 

10 立宿謝礼入目 0.08802 

11 人足扶持米 0. 18765 

l2 飛脚賃入目 0.19493 1 

〗I 臨時ー入目ーニ： ＿ 

年分切守
崖古

貰匁分厘 ！ 

向 1 6. 44842 1 銀

銀

配

・
切
畑
か
ら
の
貢
租
収
入
分
（
米
・
雑
穀
）

の
再
生
産
維
持
喪
・
蔵
米
販
売
費
等
の
藩
政
の
連
営
に
必
要

「
国
用
法
典
」
の
分
析
を
通
じ
て
、
寛
政
年
間
に
お
け
る
平
戸
藩
の
財
政
構
造
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。

の
総
括
を
し
て
お
こ
う
。

革
が
実
施
さ
れ
た
が
、

そ
の
中
核
を
な
す
も
の
は
寛
政
年
間
に
お
け
る
財
政
改
革
で
あ
り
、
江
戸
・
国
元
に
わ
た
つ
て
、

口
米
・
闊
米
を
加
え
た
四
万
三
、

こ
こ
で
一
応

平
戸
藩
で
は
、
永
年
に
わ
た
る
国
川
不
足
1
1
財
政
難
に
対
処
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
九
代
藩
主
松
浦
静
山
に
よ
る
広
汎
な
藩
政
改

そ
れ
ま
で
の
ル

八
六
六
石
六
斗
六
升
六
合

支
藩
お
よ
び
家
臣
団
へ
の
給
与
費
・
行
政
的
諸
経
費
・
農
村

な
支
出
項
目
を
計
両
・
分
類
し
、

こ
れ
を
一
般
会
計
と
し

て
、
藩
財
政
の
運
営
に
あ
た
っ
た
。
「
先
レ
期
而
計
―
―
其
数
へ

(
1
2
5
)
 

先
レ
事
而
為
―
―
之
備
こ
と
い
う
の
が
財
政
改
革
の
根
本
方
針

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
開
発
新
田
地
お
よ
び
本
畑

を
切
守
一

0
万

六
勺
を
現
物
貢
租
の
収
入
に
確
定
し
、
こ
れ
を
基
本
と
し
て

均、

つ
ま
り
定
免
制
（
四
ツ
免
）
を
採
用
し
な
が
ら
、

こ
れ
に

切
守
元
高
の
基
本
と
し
、
過
去
五
・
六
年
の
収
納
米
の
平

ま
ず
財
政
収
入
に
お
い
て
は
、
平
戸
藩
一

0
万
石
体
制
を

ー
ズ
な
財
政
組
織
を
全
面
的
に
改
め
な
が
ら
、
計
画
的
な
処
珂
を
断
行
す
る
に
至
っ
た
。

以
上
、

四
、
総

括
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石
外
と
し
て
特
別
会
計
を
計
上
し
、

を
貢
租
収
取
体
系
の
な
か
に
組
込
み
な
が
ら
、
家
臣
団
給
与
費
・
行
政
的
諸
経
費
の
一
部
に
あ
て
、

さ
ら
に
寛
政
改
革
に
お
け
る
い
ま
―
つ
の
目
標
で
あ
っ
た
年
貢
増
徴
策
に
よ
っ
て
増
産
さ
れ
た
雑
穀

そ
れ
に
充
当
す
る
米
を
切
守
外
と
し

ぞ
れ
に
わ
た
つ
て
切
守
総
高
を
確
定
し
た
。

そ
し
て
、

て
特
別
会
計
に
加
え
、
そ
れ
を
も
つ
て
一
般
会
計
の
不
足
を
補
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
貨
幣
貢
租
収
入
に
お
い
て
も
、
五
・
六
年
の
徴
収
額
を
平
均
し
て
切
守
元
高
の
基
本
と
し
、
藩
主
の
在
国
年
と
参
府
年
の
そ
れ

こ
こ
で
確
定
し
た
二
、

0
0
0
貫
を
上
回
る
貨
幣
貢
租
の
収
入
品
目
は
、
鯨
突
運

上
を
は
じ
め
と
す
る
漁
業
に
対
す
る
各
連
上
、

お
よ
び
蔵
米
販
売
代
金
を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
具
体
的
に
示
す
よ
う

に
、
貨
幣
貢
租
収
入
に
は
、
定
額
収
入
と
臨
時
収
入
が
あ
り
、
両
者
は
と
も
に
切
守
総
高
に
包
括
さ
れ
な
が
ら
、
現
物
貢
租
収
入
に
お
け

る
一
般
会
計
と
特
別
会
計
の
機
能
を
果
し
た
。
そ
し
て
、
硯
物
貢
租
と
同
様
、
一
般
会
計
を
基
本
と
し
て
、
藩
政
の
連
営
に
必
要
な
支
出

項
目
が
計
両
・
分
類
さ
れ
た
が
、

貨
幣
貢
租
の
場
合
は
、
国
元
で
の
行
政
的
諸
経
費
の
外
、
参
勤
交
代
に
と
も
な
う
江
戸
藩
邸
（
本
邸
．

(
1
2
6
)
 

別
邸
）
で
の
生
活
費
お
よ
び
大
阪
・
長
崎
屋
敷
の
諸
経
費
に
支
出
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
「
痛
省
―
―
冗
費
一
、
務
従
1

一
減
節
こ
う
こ
と
を
財
政

と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
参
勤
交
代
の
際
の
交
通
費
を
切
守
外
と
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

支
出
の
基
本
方
針
と
し
た
が
、

般
会
計
に
お
け
る
支
出
増
の
傾
向
を
是
正
し
、
藩
財
政
の
健
全
化
を
期
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

出
さ
れ
た
が
、

そ
れ
は
特
別
会
計
の
予
備
費
か
ら
支

こ
の
特
別
会
計
は
、
藩
の
借
金
返
済
資
金
や
家
臣
団
の
救
済
資
金
の
外
に
、
農
漁
民
の
保
護
・
救
済
資
金
と
し
て
、
寛
政

「
国
用
法
典
」
は
、
財
政
支
出
の
総
括
項
目
の
あ
と
に
諸
役
所
の
個
別
項
目
（
第
六
表
・
第
七
表
・
第
一
―
表
。
第
―
二
表
な
ど
）
を
掲
載
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
詳
細
な
支
出
項
目
と
支
出
額
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
藩
邸
に
お
け
る
財
政
支
出
を
示
し
た
「
財
用
法
鑑
」
も
、
第
八

表
の
各
項
目
に
わ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
な
支
出
項
目
と
支
出
額
を
掲
載
し
て
い
る
。
当
初
は
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
分
析
す

ろ
予
定
で
い
た
が
、
す
で
に
紙
数
も
超
過
し
た
の
で
、
本
稿
は
こ
れ
に
て
掴
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

改
革
に
お
け
る
農
村
政
策
の
経
済
的
裏
付
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）
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幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

〔

註

〕

(
1
)

藤
野
保
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
第
三
篇
第
二
章
「
平
戸
藩
」
参
照
。

(

2

)

村
上
直
次
郎
訳
『
出
島
蘭
館
日
誌
』
上
巻
序
説
三
六
頁
以
下
、
「
家
世
続
伝
」
二
（
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
収
）
。

(

3

)

「
長
崎
根
元
記
」
、
中
国
易
直
「
鎖
国
の
成
立
と
糸
割
符
」
（
東
京
教
育
大
学
文
学
部
紀
要

x
『
史
学
研
究
」
所
収
）
。

(
4
)
(
5
)

「
山
本
霜
木
覚
書
」
（
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
蔵
）
。

ー(
6
)
藤
野
保
前
掲
書
三
0
三
'
|
三0
六
頁
•
五
二
七
ー
五
二
八
頁
参
照
。

(
7
)

「
正
保
四
年
覚
」
（
山
口
麻
太
郎
編
『
平
戸
藩
法
令
規
式
集
成
』
（
以
下
『
集
成
』
と
略
記
す
る
）
中
巻
所
収
）
。

(
8
)

「
天
祥
院
様
御
政
道
覚
書
」
（
「
霜
木
覚
書
記
起
編
」
所
収
）
。

(
9
)

「
山
本
霜
木
覚
書
」
。

(10)

平
戸
藩
の
検
地
は
、
天
正
十
宜
年
に
お
け
る
秀
吉
の
島
律
征
伐
後
に
第
一
回
の
検
地
が
お
こ
な
わ
れ
、
つ
い
で
朝
鮮
の
役
中
（
文
緑
年
間
）
第
二
回
の

検
地
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
何
れ
も
不
徹
底
さ
を
免
か
れ
な
か
っ
た
。
三
代
藩
主
隆
信
（
宗
陽
）
の
慶
長
十
九
年
、
第
三
回
の
検
地
が
計
画
さ
れ
た
が
、

キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
の
た
め
の
長
崎
出
兵
に
よ
っ
て
中
途
で
計
画
が
挫
折
し
、
そ
の
後
検
地
の
施
行
を
み
る
こ
と
な
く
明
暦
の
総
検
地
を
迎
え
る
の
で
あ

る。

(

1

1

)

「
田
畑
清
帳
」
お
よ
び
そ
の
分
析
結
果
に
つ
い
て
は
、
藤
野
保
詞
掲
書
五
四

O
I五
四
八
真
参
照
。

(
1
2
)

「
平
戸
分
領
並
壱
岐
嶋
田
畠
惣
目
録
」
（
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
蔵
）
。

ー

(13)

同
じ
年
の
寛
文
四
年
、
鎖
信
の
従
弟
松
浦
信
貞
に
今
福
一
、
五

0
0
石
を
分
封
（
信
貞
は
旗
本
と
な
る
）
し
た
た
め
（
「
家
棋
続
伝
」
三
）
、
平
戸
藩

の
朱
印
高
は
六
万
一
、
七

0
0
石
と
な
っ
た
。

(

1

4

)

「
山
本
霜
木
覚
書
」
。

(15)

「
家
世
続
伝
」
三
。

(16)

「
天
祥
院
様
御
政
道
覚
書
」
。

(

1

7

)

「
政
庁
要
録
」
九
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
ニ
・
『
集
成
』
上
巻
所
収
）
。

(18)

「
山
本
霜
木
覚
書
」
・
「
家
世
続
伝
」
三
。

(
1
9
)

「
家
世
続
伝
」
三
。

(
2
0
)

「
御
意
済
帳
」
一
。
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合

21)

「
御
意
済
帳
」
四
゜

.（
22)

た
だ
し
、
新
田
給
人
知
行
は
寺
社
知
行
と
と
も
に
地
方
知
行
制
が
認
め
ら
れ
た
（
「
御
意
済
帳
」
四
）
。

(

2

3

)

こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
藤
野
保
前
掲
書
五
四
一
ー
五
五
四
頁
参
照
。

ー

(24)

「
家
世
続
伝
」
四
゜

ー

(25)
藤
野
保
前
掲
書
四
一
四
頁
参
照
。

〈

26)

「
政
庁
要
録
」
ニ
―
(
『
集
成
』
上
巻
所
収
）
。

(
2
7
)

「
政
庁
要
録
」
二
ニ
（
『
集
成
』
上
巻
所
収
）
。

合

28)

「
政
庁
要
録
」
一
八
・
「
元
禄
十
三
辰
年
ョ
リ
御
書
出
控
・
御
意
済
控
」
（
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
蔵
）
。

(
2
9
)

（30)

「
家
世
続
伝
」
七
・
「
用
方
日
記
」
。

(
3
1
)

「
家
世
年
表
」
二
（
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
蔵
）
。

C
3
2
)

「
家
世
続
伝
」
七
・
「
年
寄
方
日
記
」
。

(
3
3
)

「
家
世
続
伝
」
七
・
「
御
意
済
帳
」
。

(
3
4
)

「
家
世
続
伝
」
七
・
「
家
世
後
伝
」
（
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
蔵
）
。

(
3
5
)

「
静
山
公
行
実
」
（
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
蔵
）
。

(
3
6
)

「
家
世
続
伝
」
七
・
「
家
世
後
伝
」
一
・
「
静
山
公
行
実
」
。

(37)

（38)

「
家
世
後
伝
」
一
・
「
静
山
公
行
実
」
。

(
3
9
)

ー

(43)

「
家
世
後
伝
」
一
。

(
4
4
)

「
寛
政
元
年
己
酉
春
開
講
之
節
諸
士
江
申
聞
留
」
（
「
寛
政
四
年
壬
子
冬
維
新
餡
」
所
収
）
。

(45)

（46)

「
静
山
公
行
実
」
。

-（
47)

「
家
世
年
表
」
二
。

-（
48)

「
家
世
後
伝
」
二
。

-（
49)
ー

(52)

「
静
山
公
行
実
」
・
「
家
世
後
伝
」
二
0

.

.

(53)

「
江
都
西
奥
財
用
法
鑑
」
・
「
江
都
東
奥
財
用
法
鑑
」
・
「
財
用
法
鑑
小
割
別
冊
」

G
5
4
)

ー

(56)

「
静
山
公
行
実
」
・
「
家
世
後
伝
」
二
。

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

（
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
蔵
）
。
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幕
瀦
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

一
三
八
ー
一
四

0
頁。

(57)

「
国
用
決
典
小
割
別
冊
」

(58)

「
家
枇
後
伝
」
二
。

〈

59)

「
寛
政
六
年
甲
寅
関
東
川
々
御
普
請
仰
手
伝
御
公
私
御
入
用
勘
定
帳
」

い
る
。

〈

60)

「
町
方
仕
置
帳
」
・
一
郡
方
仕
雀
帳
」
（
「
松
消
史
料
博
物
餡
」
所
蔵
、

帳
」
（
＂
集
成
』
中
巻
所
収
）
。

(
6
1
)

（62)

「
静
山
公
行
実
」
。

(
6
3
)

朦
野
保
前
掲
壽
五
五
1
ー
五
冗
三
貝
参
照
。

(64)

な
お
「
郡
方
什
胴
帳
」
を
分
析
し
た
も
の
に
高
尾
一
彦
「
平
戸
藩
脳
政
の
一
断
而
」

収
）
が
あ
る
。

（
「
松
浦
史
料
博
物
館
」
所
蔵
、

京
都
大
学
平
戸
学
術
面
査
同
網
冨
平
戸
学
術
調
舎
報
告
』
所

『
比
戚
』
巾
巻
・
『
長
崎
県
史
」
史
料
紺
第
二
所
収
）
、

戸
長
崎
県
史
』
史
料
紺
第
二
所
収
）
。

(
「
松
消
史
割
博
物
飴
」
所
蔵
）
。

(65)

（66)

「
静
止
公
行
実
」
・
「
寡
慨
後
伝
'
]
-
―
°

(
6
7
)

「
家
惧
後
伝
」
二
。

(68)
津
川
秀
夫
「
寛
政
改
サ
平
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
」
近
世
4
所
収
）
参
照
。

(69)
奈
良
本
辰
也
『
五
置
封
建
社
会
史
論
』
六
四
ー
八
五
頁
。

名

70)

津
田
秀
夫
前
掲
論
文
。

(
7
1
)

「
家
世
後
仏
」
二
。

(
7
2
)

「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
三
四
六
頁
。

(73)

「
国
用
法
典
小
判
別
冊
」
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
綱
第
二
所
収
）
三
四
七
頁
。

(

7

4

)

「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
厠
第
二
所
収
）
三
四
六
貞
。

(75)

「
郡
方
仕
置
帳
」
第
五
七
条
。

(76)

「
郡
方
仕
閾
帳
」
第
五
六
条
。

(77)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
て
に
高
尾
一
彦
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
、

IPJ
じ
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(78)

「
静
山
公
行
実
」
・
「
家
世
後
伝
」
―
―
°

(79)

「
靡
守
根
元
之
事
」
（
『
集
成
』
下
巻
所
収
）

「
叩
方
御
什
置

]
の
と
き
九
、

0
六
九
両
を
公
納
し
て
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「
寛
政
三
年
戌
冬
か
亥
春
迄
瀬
戸
鯨
組
御
運
上
銀
指
引
帳
」

「
安
永
三
年
甲
午
諸
納
銀
御
受
書
控
」
・
「
宝
暦
十
年
組
方
納
銀
指
引
帳
」

「
町
方
仕
置
帳
」
第
四

0
条。

「
町
船
之
仕
樅
」

「
諸
職
人
役
銀
墨
埠
上
定
之
事
」

「
山
本
霜
木
覚
書
，
l

゜

「
鯨
突
御
仕
置
」

「
御
役
所
御
手
鑑
」

（
「
政
庁
要
録
」
一
〇
所
収
）
・
「
諸
役
銀
諸
運
上
等
」
。

（
『
集
成
』
下
巻
所
収
）

（
「
政
庁
要
録
」
一

0
所
収
・
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
二
四
二
頁
。

（
平
戸
市
谷
村
氏
蔵
）
。

（
右
同
益
富
氏
蔵
）
。

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

(80)

「
田
方
高
守
之
次
第
」
（
『
集
成
』
下
巻
所
収
）
一
四
一
ー
一
四
五
頁
。

(
8
1
)

「
郡
方
仕
置
帳
」
第
六
九
条
。

(
8
2
)

「
郡
方
仕
置
帳
」
第
七

0
条。

(

8

3

)

「
郡
方
仕
帳
置
」
第
八
六
条
。

(
8
4
)

「
郡
方
仕
置
帳
」
第
七
一
条
。

(85)

「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
三
四
八
頁
。

(
8
6
)
(
8
7
)

「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
（
『
長
崎
県
史
」
史
料
編
第
二
所
収
）
三
五
二
頁
。

(
8
8
)

藩
主
の
参
府
中
は
国
用
が
減
り
、
逆
に
在
国
中
は
増
す
と
し
な
が
ら
、
実
際
の
切
守
総
高
に
お
い
て
参
府
中
の
国
用
が
在
国
中
の
そ
れ
を
上
回
る
の

は
、
前
者
に
「
旅
行
之
面
々
拝
借
銀
」
お
よ
び
「
旅
行
之
者
買
入
代
」
の
支
出
項
目
が
加
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

(
8
9
)

「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
（
『
長
崎
県
史
」
史
料
編
第
二
所
収
）
三
五
二
頁
。

(90)
藤
野
保
前
掲
書
五
五
一
頁
参
照
。

(91)

「
諸
役
銀
諸
運
上
等
」
（
『
集
成
』
下
巻
所
収
）
。

(
9
2
)
|
（
9
9
)
「
郡
方
仕
置
帳
」
第
七
二
条
ー
第
八

0
条。

邑
「
浦
方
御
仕
置
帳
」
（
『
集
成
』
下
巻
所
収
）
一
八
五
頁
。

）
 

ー

゜
ー
（
 

）
 

2
 ゜
ー
（
 

）
 

3
 ゜
ー
（
 

(
1
0
4
)
 

）
 

5
 ゜
ー
（
 

）
 

6
 ゜
ー
（
 (107) 

(108) 

一
八
六
頁
。

（
長
崎
県
北
松
浦
郡
生
月
町
益
富
氏
蔵
）
。

(107)

（108)

の
史
料
は
藤
本
隆
士
氏
の
提
供
に
よ
る
。
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第 13表（1) 給知高の部 (1蔵米地行）

幕藩制後期における大名の財政構造（藤野）

10石,00斗0.升00合0 石斗升合86 
1 嫡 子 物 成 30 庭方支配俸禄 19.8 

2 松浦豊後守物成 10,000.000 31 先手組同前組小頭 4,364.375 
3 中井池合カ 545.454 並鉄砲の者俸禄

4 串箇崎合カ 90.909 32 鉄新砲組の小者頭俸禄並 175. 204 

5 諸士中俸禄 38,270.881 
鉄普請砲組の者小頭俸禄並6 医師画師俸禄 1,584.688 33 

897.869 

7 与力馬廻俸禄 140.085 
34 物懸小頭並 584.679 

役役方方中馬小姓廻 俸禄
足軽俸禄

8 2, 143. 167 
手廻小頭並35 740. 199 ， 表中小姓俸禄 1,251.625 手廻の者俸禄

10 旅与力中小姓俸禄 104. 208 
36 町奉行支配俸禄 115. 926 

11 表徒士俸禄 1, 134. 715 37 諸職人俸禄
125. 228 

12 役方徒士俸禄 423.864 
38 三河内細工人俸禄 179. 261 

13 小納戸支配俸禄 149.261 39 作事方支配俸禄
298.352 

14 勘定場支配俸禄 68.923 
40 長柄の者俸禄 63.000 

先同手前組組大小頭俸禄

41 大納戸支配俸禄 69.049 
15 236.906 

所々渡切米42 2,178.383 

16 新組大小頭俸禄 60,000 43 船作事方支配俸禄 123.242 

17 I普請組大小頭俸禄 34.091 44 材木方支配俸禄 239. 781 

18 旗の者俸禄 224.432 45 城方支配俸禄 144.437 

19 船奉行支配俸禄 229.653 
46 遠見番人並 664.889 

20 船手内切米 1,704.545 関所番人俸禄

21 堺支 目配方俸山 方禄 371.327 47 与小 力頭組俸同 心禄
201. 125 

22 料理人俸禄 123.301 48 諸町人俸禄
1, 573. 124 

23 武具方細工人俸禄 611.377 49 隠居並無役者俸禄
22.900 

早壱小値賀岐押付岐国 俸書役禄

50 小使給扶持 167.946 

24 54.557 51 寺 院 俸 禄 1,516.310 

52 神 社 領 292. 796 
25 坊主小頭坊主俸禄 220.432 

先同手前頭組弓の者俸禄
53 松預 浦人豊俸後守禄 103.607 

26 781. 250 
54 合力並心付扶助 253. 276 

27 新組弓の者俸禄 18. 182 
55 

高 I 浮 786.932 
28 宗門方支配俸禄 92. 707 

29 厩支配並仲間俸禄 1,002.673 
1 計 {A) 87,576.989 

〔註〕「国用法典小割別冊」による。
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第 13表 (2) 給知高の部 (2地方知行）

2

3

4

5

6

 

志自岐
・安国

正

寺領並

諸寺

神社
大

神社

寺山 ・・ 安天満祥岳寺 石55斗0.升00合0 
7 諸士給人新田知行 II 

石斗升合
271. 740 

宗 寺 131. 299 8 無促者新田知行 229.462 

屋舗取寺堂 213.812 屋所 々 遠見番者

新田知行 74.609 
， 舗取の 49.200 

・宮屋舗取司
押付舗郡方付者 I 

119. 570 屋取の 1

I I 

新田知行 11. 495 計 (B) 1,651.194 

〔註〕「国用法典小割別冊」による。

地方知行は切守高10万石の外

給知総高＝（A)+(B) =89, 228石1斗8升3合0勺

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」

（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
四

0
七
頁
。

）
 ，
 
゜
(m)
「
静
山
公
行
実
」
・
「
家
世
後
伝
」
二
。

(111)
ー

(114)

「
国
用
誓
ハ
小
割
別
冊
」
（
『
長
崎
県
』
史
料
編
第
二
所
収
）
三
四
七
頁
。

(115)

「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
（
『
長
崎
県
史
」
史
料
編
第
二
所
収
）
三
四
八
頁
。

(m)
実
際
の
給
知
高
（
蔵
米
知
行
）
を
示
す
と
第
一
三
表
①
（
給
知
高
の
部
）
の
よ
う
に
な
り
、

そ
の
総
石
高
は
八
万
七
、
五
七
六
石
九
斗
八
升
九
合
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
方
知
行
は

第
一
三
表
①
（
給
知
高
の
部
）
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
新
田
給
人
知
行
と
寺
社
知
行
に
限
ら
れ
、

そ
の
総
石
高
は
一
、
六
五
一
石
一
斗
九
升
四
合
と
な
る
。
注
目
さ
る
べ
き
は
、
平
戸
藩
に
お
け

る
地
方
知
行
は
、
切
守
一

0
万
石
の
外
に
お
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
体
制
的
に

は
蔵
米
知
行
が
貫
徹
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
開
発
新
田
地
を
切
守
一

0
万
石
の
外
に

お
い
た
土
地
政
策
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
一
四
表
①
は
、
給
知
高
（
蔵
米
知
行
）
に
対
す
る
物
成
高
を
免
別
に
計
算
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
結
果
は
二
万
九
、
六
八
三
石
七
斗
九
升
九
合
一
勺
と
な
り
、
第
四
表
①
の
「
給
知

渡
」
と
完
全
に
一
致
す
る
。
同
様
に
地
方
知
行
に
対
す
る
物
成
高
は
、
第
一
四
表
③
の
よ
う
に

五
八

0
石
八
斗
六
升
五
合
六
勺
と
な
る
。

(117)

「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
（
『
長
崎
県
史
」
史
料
編
第
二
所
収
）
三
四
七
頁
。

(
1
1
8
)
|
（120)

「
御
銀
方
定
格
帳
」
（
『
集
成
』
下
巻
所
収
）
。

(121)

「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
（
つ
長
崎
県
史
」
史
料
編
第
二
所
収
）
三
五
九
頁
。

(122)

「
国
用
法
典
小
割
別
冊
」
（
『
長
崎
県
史
』
史
料
編
第
二
所
収
）
三
七
二
頁
。

(
1
2
3
)
I
(
1
2
6
)

「
静
山
公
行
実
」
・
「
家
世
後
伝
」
二
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
昭
和
三
十
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
（
各
個
研
究
）
「
解
体
期
の
藩
政

に
関
す
る
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
(
-
九
六
五
．
―
-
．
―
-
三
）
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第 14表 (l) 給知店（蔵米知行）に対する物成裔

幕
藩
制
後
期
に
お
け
る
大
名
の
財
政
構
造
（
藤
野
）

1) 嫡

2)｛豊
胤
後
否

子

5) 

8) 早＂̀‘1
 

守
寺

（計）

物
知

物

ー

成

成

行

、

A

.

者
者
行
付

砲
砲
宛
寄
心
堂

鉄

同
御

前
鉄
同手
組
力
々

先
新
写
所

，

｀

，

 

ーヽノ3
 

役扶持役料筆取切米

4) ｛誓胃！〗門喜闊｝
合力米・扶持米等

正宗寺大豆代米

｝

｝

 

京

行

社

行

伍

知

●
人
月

．
 

A
n
 

士
米

象

誓

夏
• 
士

府
士
定

諸

諸

蔵

{

i

 

ヽ
、
ノ
ヽ
ー
ノ

6

7

 

高

右斗＿J|合勺
10,000.0000fよ

10, 150.0000fよ

I 57.0350は

4, 97,,. 2110は

10.0000は

1,000.0000fよ

60,386. 7440/i 

1, 000. 0000 fj: 

心斗升合勺
3斗3升免渡し・二3,300.0000

4斗免渡し

4汁兌渡し'

二＿ 4,060.0000

3斗3)｝免渡し＝ 1,641.1595

2 斗 2JI•免渡し＝

4斗免渡し、

3斗3JI•免渡し＝ 19,927.6256

3斗3升免渡し＝

87, 576. 9890 X免＝29,683.7991

22.8140 

2. 2000 

400.0000 

330.0000 

C註］「国用法典小割別冊」による。

第 14表 (2)給知高（地方知打）に対する物成両

『

9
,•• 

＇,｝ 

安

他

給

寄

社

．

の

諸

他

神

岳

そ

士

の

＇

漏

・

諸

打

そ

堂

安

寺

，

知

，

寺

者

）

．

祥

社

者

行

取

取

叶

山

天

神

促

知

舗

舗

（

岐

・

諸

無

寺

屋

屋

自

寺

寺

・

宗

．． 

志

国

諸

人

正

領

領

，

ー

{
,
i

）

、

ノ

1

2

 

石斗JI合勺
l, 137. 3130は

513. 8810は

石斗升合勺
3斗3升免渡し＝ 375.3132 

4斗免渡し

1, 65l.1940X免ー580.8656

-205. 5524 

〔il]「国用法典小剖別冊」による。
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